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開   会    午前９時３０分 

 

議 長（田之畑） 

ただいまから、令和４年第２回東串良町議会定例会を開会します。 

本日の会議を開きます。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議 長（田之畑） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、６番 泊 重巳議員及び７

番 前田 隆議員を指名します。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第２ 会期決定の件 

 

議 長（田之畑） 

日程第２ 会期決定の件を議題にします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から６月１４日までの９日間としたいと思います。 

御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から６月１４日までの９日間に決定しました。 

なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付してあります案のとおりです

ので、御了承願います。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第３ 諸般の報告 

 

議 長（田之畑） 

日程第３ 諸般の報告を行います。 

本日までに受理した陳情５件は、お手元に配りました陳情書の写しのとおり、教育

産業常任委員会に付託しましたので、報告します。 

また、議長及び町長の報告は、お手元に印刷して配付してありますので、報告を省
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略します。 

それから去る４月１日、全国町村議会議長会会長から田之畑稔議員に鹿児島県町村

議会議長会会長として全国町村議会議長会の使命達成に尽力された功績をたたえ、感

謝状が贈られましたので報告します。 

次に、委員会の閉会中の所管事務調査について報告を求めます。 

総務民生常任委員会委員長 児玉勇治議員。 

２番 児玉議員。 

 

２ 番（児 玉） 

総務民生常任委員会では、社会福祉協議会の育成強化対策として、１月２１日に東串

良町社会福祉協議会がどのような事務事業を行っているのか、町当局に対し、町補助金

の使途・受託事業の内容、役員や職員等の人員体制について調査を行いました。 

また、２月９日に東串良町社会福祉協議会の役員等と社会福祉協議会の課題について

意見交換会を行いました。 

さらに、５月１１日に近隣町の状況を調査するため、南大隅町社会福祉協議会へ視察

調査を行いました。 

これらの調査の概要については、お手元に配付している委員会調査報告書に記載して

おりますので御参照ください。 

今回の調査を踏まえ、当委員会では、４項目の意見を取りまとめました。調査報告書

の２ページをごらんください。読み上げます。 

地域福祉の推進と官民一体となったプロセスが大切である。事務事業の円滑な執行の

ためには、役員に町議会や町関係者を入れるべきである。 

町は、住民のニーズに応じたサービス提供を社会福祉協議会と協議を重ね、ともに連

携して行うべきである。 

南大隅町では、地区社会福祉協議会を設置し、見守り活動を行っている。このことは、

本町でも取り入れるべきである。 

社会福祉協議会の意義目的の再認識が必要である。組織の在り方と機能体制や福祉事

業の充実などについて、行政と民間構成団体が連携して、真に住民本位の福祉のまちづ

くりのための抜本的な協議と取組を行うべきである。 

以上で、報告を終わります。 

 

議 長（田之畑） 

これで諸般の報告を終わります。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第４ 報告第１号 令和３年度東串良町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に 

ついて 

 

議 長（田之畑） 
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日程第４ 報告第１号 令和３年度東串良町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告

についてを議題とします。 

本件については、町長からの説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

おはようございます。 

報告第１号 令和３年度東串良町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、

御説明申し上げます。 

地方自治法施行令第１４６条第２項及び東串良町会計規則第１２条第３項の規定に

より繰越明許費の繰越額が確定したことから、繰越計算書を調整したので報告するも

のでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

以上で、報告第１号 令和３年度東串良町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に

ついてを終わります。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第５ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（東串良町税条例等の 

一部を改正する条例） 

 

議 長（田之畑） 

日程第５ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（東串良町税条例等

の一部を改正する条例）を議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

承認第２号 専決処分の承認を求めることについて、御説明申し上げます。 

地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方

税法施行規則等の一部改正する省令が令和４年３月３１日に公布されたことに伴い、

東串良町税条例等の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項
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の規定に基づき、別紙のとおり、東串良町税条例等の一部を改正する条例を専決処分

いたしましたので、同条第３項の規定により御報告し、承認を求めるものでございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（東串良町税条例等

の一部を改正する条例）を採決します。 

お諮りします。 

本件は、承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は承認することに決定されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第６ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（東串良町国民健康保 

険税条例の一部を改正する条例） 

 

議 長（田之畑） 

日程第６ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（東串良町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例）を議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 
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町 長（宮 原） 

承認第３号 専決処分の承認を求めることについて、御説明申し上げます。 

地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方

税法施行規則等の一部を改正する省令が令和４年３月３１日に公布されたことに伴い、

東串良町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第１７

９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり、東串良町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例を専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により御報告し、承認を

求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

９番 宮地議員。 

 

９ 番（宮 地） 

コロナ禍もありまして、国保運営審議会が本来は国保運営委員会で審議して今回の

最高税率の変更などを審議すべきでしたが、会議は開かれませんで書面決裁となった

わけです。事前に以前の福祉課長から説明を受けたわけですけれども、その書面決裁

自体の結果について説明はあったかとは思いますけれども、書面決裁の結果ですね、

つまり全員が承認したとか、あるいは異議が何人かはあったとか、そういう結果につ

いて担当課長、ここで分かれば報告してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

議 長（田之畑） 

福祉課長。 

 

福祉課長（東水流） 

議員のお尋ねの件ですけれども、私が引継ぎを受けたときに細かいことは聞いてお

りませんので、ちょっとはっきりと確認ができませんのでお答えはできません。はっ

きり反対という意見はなかったというふうに記憶しております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

ほかに質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

なければ、これで質疑を終わります。 
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これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（東串良町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例）を採決します。 

お諮りします。 

本件は、承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は承認することに決定されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第７ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度東串良町 

一般会計補正予算（第１２号）） 

 

議 長（田之畑） 

日程第７ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度東串良

町一般会計補正予算（第１２号））を議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

承認第４号 専決処分の承認を求めることについて、御説明申し上げます。 

令和３年度東串良町一般会計補正予算（第１２号）につきましては、国庫支出金、

県支出金、地方交付税及び町道、公共施設等に係る調査への確定及びそれに伴い財源

更正の必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分い

たしましたので、同条第３項の規定により御報告し、承認を求めるものでございます。

よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度東串良

町一般会計補正予算（第１２号））を採決します。 

お諮りします。 

本件は、承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は承認することに決定されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第８ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度東串良町 

国民健康保険特別会計補正予算（第４号）） 

 

議 長（田之畑） 

日程第８ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度東串良

町国民健康保険特別会計補正予算（第４号））を議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

承認第５号 専決処分の承認を求めることについて、御説明申し上げます。 

令和３年度東串良町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につきましては、出

産一時金の出産者確定に伴い、減額の必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１

項の規定に基づき、専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により御報告し、

承認を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 
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議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度東串良

町国民健康保険特別会計補正予算（第４号））を採決します。 

お諮りします。 

本件は、承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は承認することに決定されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第９ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度東串良町 

             介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補正予算（第５号）） 

 

議 長（田之畑） 

日程第９ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度東串良

町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補正予算（第５号））を議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

承認第６号 専決処分の承認を求めることについて、御説明申し上げます。 
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令和３年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補正予算（第５号）に

つきましては、介護保険給付事業の確定に伴い、減額の必要が生じたため、地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分いたしましたので、同条第３項の規定

により報告し、承認を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度東串良

町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補正予算（第５号））を採決します。 

お諮りします。 

本件は、承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は承認することに決定されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１０ 同意第２号 固定資産評価員の選任について 

 

議 長（田之畑） 

日程第１０ 同意第２号 固定資産評価員の選任について、同意を求める件を議題

といたします。 

町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 
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町 長（宮 原） 

同意第２号 固定資産評価員の選任について、御説明申し上げます。 

人事異動に伴い、税務課長 西田博文を固定資産評価員に選任したいので、地方税

法第４０４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。御審議く

ださるようよろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、同意第２号 固定資産評価員の選任について同意を求める件を採決しま

す。 

お諮りします。 

本件は、これに同意することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は同意することに決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１１ 議案第２５号 令和４年度東串良町防災施設新築工事請負契約について 

 

議 長（田之畑） 

日程第１１ 議案第２５号 令和４年度東串良町防災施設新築工事請負契約につい

てを議題とします。 
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本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

議案第２５号 令和４年度東串良町防災施設新築工事請負契約について、御説明申

し上げます。 

東串良町契約規則に基づき、指名競争入札に付した令和４年度東串良町防災施設新

築工事でございます。建設工事につきましては、建設工事請負契約を締結するため、

地方自治法第９６条第１項第５号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございま

す。 

提案の理由といたしましては、建設工事請負契約の金額が５，０００万円を超える

ためでございます。御審議くださるようよろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

令和４年度東串良町防災施設新築工事請負につきまして、工事内容は具体的にどの

ようなものがあるかお尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

工事内容の話でありますが、前回、前々回も含めまして議会のところで補足資料で

説明いたしておりますとおり、庁舎の北側に２階建ての車庫兼会議室、資機材倉庫と

いう形で建設予定しておりますし、またその周辺の駐車場的な整備もやっていきたい

というふうに考えているところでございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

この工事請負事業に関して、電気、水道などの請負先を振り分けて入札を行うとい

うことは検討されなかったのでしょうか。再度お尋ねいたします。 
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議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

分割発注ということもあろうかと思いますが、建設事業費２億５，０００万円とい

うこともございましたけれども、推薦委員会のほうで慎重協議をした結果、今回につ

いては一括発注のほうがよりベターじゃないかという結果に至りましたので、このよ

うな形で一括発注で実施させていただいたところでございます。 

 

議 長（田之畑） 

ほかに質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

なければ、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第２５号 令和４年度東串良町防災施設新築工事請負契約について

を採決します。 

お諮りします。 

本件は、このとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件はこのとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１２ 議案第２６号 令和４年度東串良町一般会計補正予算（第１号） 

◆ 日程第１３ 議案第２７号 令和４年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別 

               会計補正予算（第１号） 
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議 長（田之畑） 

次に、日程第１２ 議案第２６号 令和４年度東串良町一般会計補正予算（第１号）

及び日程第１３ 議案第２７号 令和４年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）

特別会計補正予算（第１号）の２件を一括議題とします。 

各件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

それでは、ただいま議題となりました議案第２６号及び議案第２７号について、御説

明申し上げます。 

初めに、議案第２６号 令和４年度東串良町一般会計補正予算（第１号）について、

御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４，５００万円を追加し、歳入歳出それ

ぞれ６２億３，１００万円といたしました。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるところでございます。 

次に、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」によるところでございます。よろ

しくお願いいたします。 

次に、議案第２７号 令和４年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計

補正予算（第１号）について、御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，６４４万２，０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ９億７，６４４万２，０００円といたしました。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるところでございます。 

次に、債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」によるところでござ

います。 

御審議くださるようよろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

各件については、本日は上程のみとさせていただきますので、御了承願います。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１４ 一般質問 

 

議 長（田之畑） 

それでは、日程第１４ 一般質問を行います。 

順番に発言を許します。３番 瀨戸山譲一議員。 

３番 瀨戸山議員。 
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３ 番（瀨戸山） 

早速質問をさせていただきます。 

まずは、危機管理についてということで、危機管理についてといいますけど、どれ

だけ危機意識を持っているか、問題意識を持っているかということになってきますが、

まず①食糧危機について、前回も言いましたけれども、気候変動による食糧問題を提

起しました。さらに３か月前の話ですけれども、昨今、国際情勢と相まって、その深

刻さがメディアで報道されるようになってきました。今朝もニュースで言っていたそ

うです。このようなことに、どのように認識して、食料基地としてのこの地域、大隅

半島ですけれども、ひいてはこの東串良のことですが、どのように手だてを打てばい

いのか、町長の考えを尋ねるということで、まずその危機、どんなものがあるかとい

うことをちょこっとお話しさせていただきたいと思うんですけれども、これが「農業

消滅」って鈴木宣弘さんという方がよく今ネットで出ていますけれども、今これ平凡

社から出て３０万部突破したベストセラーになっています。本当に食糧危機を憂いて、

いろんなことに言及していらっしゃいます。 

それで自分自身もこれは盲点だったんですけれども、食料自給率云々とか、カロリ

ーベースの云々、そして穀物自給率云々という話は自分たちは勉強していても実際自

分なんか盲点だった。だからその辺も危機意識の欠如なのかなと思って反省している

点は、例えば種の問題をまず第一に出していらっしゃいます。例えば物産館なんかに

行けば入り口にいろんな種が売ってますけれども、その種の８割か９割が輸入ものな

んですね。実際自分も何件か回ってみたら、例えばオクラがインドから輸入、そして

キュウリなんかメキシコとか、大根なんかイタリアとか、ほとんど見れば輸入もので

す。もし何かあってそれが途絶えることがあれば大変なことになるんじゃないかとい

うことを先週、横浜にあるサカタ種苗ですね、横浜にある。あそこの関係の方とちょ

っとお話をさせていただいたら、来年あたり、それが逼迫してくるんじゃないかと物

すごく問題になっているという話も聞きました。それぐらい深刻だということを我々

が本当に認識していかなければならない時期に来たんじゃないかなと思います。その

証拠に５月１９日、朝昼晩、ＮＨＫのニュースで、地元選出の森山代議士が言われま

した。小麦、トウモロコシ、大豆を国内で生産していかなければならない時期に来た

ということを自民党から政府に緊急提言ということが朝昼晩、５月１９日、ニュース

で報道されました。それぐらい逼迫してきてるんじゃないかなということを考えてお

ります。それぐらい深刻になってきているんですけれども、気候変動もさらにおかし

くなって、昨日もフィリピンの火山が大爆発、その前もインドネシアの火山が大爆発、

エアロゾル効果で慣例化に向かうんじゃないかということを自分たちは５月１７日、

鹿児島で県下の議員さんを集めての勉強会がありました。その中でやっぱり一番最後

に、これは地震とかいろんなことも含めているんですけれども、一番最後にここのテ

ーマは食糧危機ですけれども、食糧危機への備えをしないといけないと出ているんで

すね。そして具体的には、地球規模の寒冷化、プラス日照不足が来るから国内自給で

きる体制を構築という話です。具体的には云々ということはありませんけれども。で
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もそれぐらいの危機意識を持つことになるとすれば、例えば通告してますから、町長

はそれなりにどのような手だてを打てばいいのかという質問を今する形になっていま

すけれども、何か考えとかアイデアがあれば教えてくださいませんか。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

今、議員おっしゃったとおり、世界中がもう気候変動、そして世界情勢による食糧

問題は世界的に大きな問題がございます。国内においては食料の安定供給は極めて重

要な課題となっております。 

初めに、気候変動につきましては、気象庁によりますと、日本の平均気温は１８９

８年以降、１００年当たり約１．２℃の割合で上昇しております。温室効果ガスの排

出が現在のペースで進んだ場合、２０５０年には約２℃、２１００年には４℃から

５℃程度気温が上昇することも予想されております。近年では、集中豪雨や降水量の

増加も問題でございますが、中でも２０２０年の７月豪雨は、１９４６年の統計開始

以降、最大の多雨だったことが報告されております。また、このような集中豪雨につ

いては、今後発生回数が増加するとともに、海面水温の上昇や大型台風の増加等も予

測されております。その影響は甚大で多岐にわたるものと考えられます。 

国内の農業分野におきましては、水稲の白未熟粒や充実不足の多発、高温による家

畜の健康問題や乳量の低下、加えて病害虫や疾病等の発生増加、土砂災害や洪水、浸

水等の生産基盤への影響が発生している現状でございます。農林水産省によりますと、

気候変動による被害は、今後の気温上昇により、さらに拡大するとの見通しでござい

ます。 

農業分野における気候変動への対策につきましては、地球温暖化の防止を図るため

の緩和策といたしまして、地球温暖化をもたらす現在及び将来の気候変動の影響に対

処する適応策を一体的に進める必要があることが示されているところでございます。 

次に、国際情勢による影響につきましては、新興国の畜産物消費の増加を背景とし

た需要やエネルギー向け需要の増大、ロシアによるウクライナ侵攻等によりまして、

穀物の国際価格は上昇の一途でございます。小麦につきましては、本年３月に過去最

高値を記録するなど世界的に食料価格が高い水準で推移しつつ、不安定な動きを見せ

ております。日本においては、世界の食料価格の上昇に加え、原油価格の上昇や為替

相場の影響、さらには世界的なコンテナ不足、海上運賃の上昇など様々な要因により

穀物等の輸入価格はさらに上昇しており、国内における次期食料自給率の向上や生産

力向上に一層関心が高まっております。５月２７日に閣議決定されました２０２１年

度食料・農業・農村白書では、輸入相手国との良好な関係の維持、強化等を通じた輸

入の安定化や多角化、国内の農業生産増大に向けた取組が重要とされております。国

際情勢の安定化に加え、食料自給率の向上に向け、担い手の育成、確保や農地の集積、



会  議  の  経  過 

 

-16- 

集約等による国内生産基盤の強化とともに、国産飼料の増産、利用拡大による飼料自

給率の向上、加工・業務用需要や海外需要への対応、食育や地産地消など消費面の取

組も推進していくこととなっております。食糧危機問題は大きな問題でありますので、

町といたしまして何ができるのか、具体的対策については今後検討は必要だと考えて

おりますが、町単独では限界がございますので、国や県、各関係機関と情報を密に共

有し、連携を図りながら危機意識を持って取り組んでまいりたいと考えております。 

なお、本町は農業のまちということで、食料基地として果たす役割は十分求められ

ますが、現在、コロナ禍の中、原油価格高騰や物価高騰により町内の農業者などへの

ダメージも大きく経営状況は逼迫し、今後の経営継続にも著しい影響が危惧されると

ころでございます。農家の皆様方の経営安定を図ることは最優先だと考えております

ので、農業分野への町単独による支援制度を創設するよう、各関係課に指示したとこ

ろでございます。９月議会にて予算計上させていただく予定となっておりますので、

議員皆様方の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

今、９月議会に対して予算を云々という話をされましたけれども、予算云々を上げ

るということになれば、具体的な施策があって、それでその予算が決まると思うんで

すけれども、それは具体的にはどういう施策、政策なんですか。 

 

議 長（田之畑） 

農林水産課長。 

 

農林水産課長（瀬戸山） 

お答えいたします。 

ただいま町長のほうから指示がございました農業者、漁業者、養鰻業の方々、農業

所得を要件といたしまして皆さんに一律の支援額を経営の一助という形で今制度設計

に努めているところでございます。内容につきまして詳細が分かり次第、また議員の

皆様方には御報告をさせていただきまして、また９月議会におきましても皆様方の御

理解と御協力を賜りたいと思っているところでございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 
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目的はこのテーマそのものですから、食料自給率の向上なんですけれども、私はこ

こには具体的には書きませんでしたけれども、過去、いろんなことをこの農業問題に

ついては話しております。例えばＩＰＭも言いましたけど、持続できる農業が確立さ

れないと駄目なわけですね。だからＩＰＭに関しても大々的に、ちょっと大阪からメ

ールが来まして、東串良のピーマンのパッケージの中にＩＰＭ栽培と書いてありまし

て、具体的にまだ私はそれを確認しておりませんけれども、持続できる農業というの

がまず第一であるし、それから種の問題ですね、さっき言った、種子法の廃止、種苗

法の改定でどれぐらい地元の農業が種を問題にしてやりにくくなっているかというと

ころも含めていろいろこれから考えていかないといけないと思います。それは国策で

もあり、国策と対立するところも出てきますけれども、東串良は東串良の独自の農業

政策を打ち出してその中で本当に先陣を切って農業問題に取り組む町になっていかな

いといけないと思っております。例えば今、水土里サークルではちょっとした麦作、

さっき言った森山代議士が言われた麦のつくり方に対してもいろいろ挑戦しています

し、それから米粉パンについての特殊な種も仕入れて、今水土里サークルでも関わり

のあるところでいろいろ研究して地元の食料供給に貢献しようと頑張っております。

そこを含めて輪作体系ということも去年も言いましたけれども輪作体系を踏まえて農

林水産課の皆さんとタイアップしていろいろ農業の在り方を高められていったらいい

のかなと思っておりますので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。 

それで②です、食糧危機の問題は大隅半島の全市町で取り組む課題でもある。大隅

総合開発期成会にこの問題を町長が提言し、政治を動かすことはできないか尋ねると

いうことで、前、国政に出られた網屋信介さんが食料自給率は大隅半島は６００パー

セントであるとおっしゃったんですが、その後いろんな大隅半島は今、家畜と、それ

から大隅半島、我々の肝属平野の大体施設園芸がメインになっていくわけであります

けれども、じゃあ、具体的に本当に厳しい世の中が、食糧危機が来たときに何で対応

できるかといったら、ある程度穀物生産も必要なんですね。この穀物生産に対して取

り組んでいかなければいけないということで、例えばいつも言うように、具体的には

カライモが品種の状態であります。もし何かいざというときにはジャガイモもすごく

飢饉が起きたときは重要な作物であるということを含めて総合的なやはり畜産と施設

園芸以外にもいろんなアプローチをしていくべきじゃないかなと思っております。あ

まり時間がありませんけれども、具体的なアイデアというのは、これから自分たちも

今勉強しているつもりでいますので、農林水産課の皆さんとともに、そこもお互いに

啓発し合っていかなければいけないかなと思っております。 

そんな中で先に町長に言うんですけど、大隅開発期成会、だからさっき言ったよう

に東串良だけでは解決できない問題というのがいっぱいありますので、ここは地域連

携をもって、リーダーシップを発揮して大隅半島で農業のバラエティーさ、それから

いろんな多岐にわたる高機能化ということをやっていかなければいけないんですけれ

ども、ここに書いてありますけど、町長の意向を聞いてみたいです。いかがでしょう

か。 
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議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

今、議員おっしゃるとおり、この大隅地区は特に、鹿児島県でも大隅地区は特に食

料基地というのは、私自身、酪農組合の理事をしているときにそう感じまして、薩摩

半島と大隅半島を考えたときは、大隅半島は物すごく自給率が高いんですよ。牛のこ

とを語りますと、もちろん飼料もそうです。それと今ありがたいことにＷＣＳが補助

事業になっていまして、ＷＣＳは物すごく有効活用されておりまして、これは薩摩半

島というか、飼料もそうですが、粗飼料も小売りなんですよ、薩摩半島のほうは。そ

れに加えて大隅半島というのは本当に自給率が高いということでありがたいことです。 

お答えします。農林水産省が公表しているカロリーベースでの食料自給率は、平成

３０年度の全国の確定値は３７％でございますが、都道府県別で鹿児島県は７９％と

全国８位でございます。令和元年度の全国の概要値は３８％でありますが、都道府県

別で鹿児島県は７８％と全国７位でございます。このように鹿児島県は食料自給率で

は全国でも上位に位置している県でございます。様々な要因で食糧危機が迫ってくる

ことは避けなければならないことは言うまでもございません。県内でも大隅半島は食

料供給基地としての役割を担っている地域でもございます。大隅管内の農業に対する

支援策では各市町が現在も重点的に行っている認識でございます。国におきましても

食料自給率については、食料・農業・農村基本法に基づき、食料・農業・農村基本計

画において、その目標を定めることとされております。その基本計画では、既に令和

１２年度の食料自給率の目標がカロリーベースでは４５％、生産価格ベースで７５％

と設定されております。このことから現時点でおきまして、大隅総合開発期成会で食

糧危機問題に関する問題を提言することは今のところ考えておりません。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

分かりました。それで、二、三提言ですけど、ここで言っておけば、皆さん、ちょ

っと、町長にも聞いてもらっていてほしいんですけれども、やはり持続できる農業と

いうのが一番大事なんであって、例えばやらなきゃいけないのはちょっと今、二、三、

農協さんなんかもやってくれているんですけれども、土壌診断に基づいた適正な施肥

ですね、今、リン酸過剰と窒素過剰が問題になっていることで、だから今度、東串良

の上水も上限値に近いぐらい硝酸態窒素が高いということが問題になっていますので、

例えば土壌診断をして適正な肥料設計をすれば、今肥料も足りない状態で、昨日、一

昨日でしたっけ、農林水産省がもうほぼ肥料も倍になってきているので、それに対し

ての助成金、補助金の体制を考える時期が来たということをニュースで言ってました
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けれども、そこを考えると適正な飼料、それで施肥、それに基づいた環境を守る、さ

っきのＩＰＭにもつながっていきますけれども、持続できる農業、今世界中の３分の

１の耕作面積がもう農業に不適格だということを言われておりますので、その辺も農

業をやる上では、化学肥料と農薬の適正な使用というのは真剣に考えるときがあるん

じゃないかと思います。これは一つぐらい提案ですけど、じゃあ、これで次に移りま

す。 

③私たちの社会生活は化石燃料と電気がなければ、ほぼ全ての社会システムは停止

する。不測の事態が生じたとき、これは前も言ったことですけど、上水道、田んぼの

パイプラインはどのように維持管理していくのか、再度お尋ねします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

まず、本町の水田の揚水機場パイプラインにつきましては、御承知のとおり、停電

時の電源については常備しておりません。しかし、中長期的な停電等が発生した場合

には、発電機を持ち込んで、揚水機を稼働させることは可能であると考えます。この

ことは水利、水路の管理を含む農業水利施設の維持管理を行っている林田土地改良区

と今後も協議を進めながら調査研究をしていかなければならないと考えております。 

一方、上水道の各施設につきましては、停電時には非常用発電機に切り替わるよう、

運転稼働を行っている状況でございます。緊急時、非常用発電機の稼働が一般的であ

りますけれども、ごく一部の蓄電池での稼働も行われるところもございますが、しか

し、蓄電池には耐用年数があり、一定期間使用したものは交換が必要となってくるた

め、ランニングコストがかかることから本町も含め、多くの自治体では非常用発電機

での方式を採用している状況でございます。電気、化石燃料とも供給されない不測の

事態を想定した場合、発電施設の構築につきましては、多額の費用を要することから

水道事業の運営上、慎重に検討していかなければならないと考えております。 

また水道事業の有事等の不測の事態には、肝属地区２市４町で構成されます肝属地

区水道協議会におきましても市町村間で連携を行う災害協定も結んでおりまして、さ

らには日本水道協会など関係機関等の協力を得ながら対応していきたいと考えており

ます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

パイプラインに関しては初めて今聞きましたけど、発電機を備えるなどして対処し
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ていく予定であるということですけど、それを町長、具体的にリーダーシップを取っ

てどんどん進めてもらいたいと思います。それを聞いて安心しました。 

それから水道ですけど、水道は自分たちも現地、水源地に行って、去年勉強させて

もらいましたけど、やはり停電時、前も言いましたけど、北海道の胆振東部地震のと

きに１週間から１０日停電があって、結局インフラは２日しかもたないということを

ＮＨＫスペシャルで言ってたんですけど、そこを考えると水道も発電システムはあり

ますけど、バックアップ体制は、ガソリンスタンドの方々と提携があればいいんです

けど、容量が小さ過ぎるんじゃないかなと。我々素人から見ても数時間しかもたない

んじゃないかなと思うことを考えると容量のアップをすることと、それから地元のス

タンドの皆さん方と町と連携して、そういう提携があるのか分かりませんけど、その

辺もバックアップ体制をしっかりしていただきたいと思います。 

次に、４番、５月２０日号のある週刊誌、これは著作権の問題があるからなかなか

出せないんですけど、これ５月２０日号、週刊ポストですけど、こういう形では多分

大丈夫だと思うんですけど、袋とじで地下天気図に異常ありということで、日本で地

震で、これは東海大学と静岡県立大学の提携でやっているみたいですけど、今、日本

で一番危ないのはどこかといったら大隅半島沖なんですね。ここに出している。先々

週号でした。これは前から言ってますけど、まず琉球大学の木村政昭教授という方が、

あそこの日向灘、要するに東南海地震じゃなくて大隅半島が危ないんだということを、

町長、今度ホームページを見てもらえませんか、木村政昭教授、ちゃんとホームペー

ジに掲示されていらっしゃいます。それと去年の１２月に、私の住んでいる唐仁で避

難訓練があったときに、東南海地震が来たときに、地震が発生したら４０分で津波が

来るんじゃないかなということを話をされていました。それはそれでそういう研究機

関が発表している中でそれを言われたと思いますけど、その中でもいろいろ説があっ

て、町長が３年前、４年前でしたっけ、МＢＣとＮＨＫの共同シンポジウムが鹿児島

であったとき、名古屋大学の福和先生が実は大隅半島沖がすごく地震の発生頻度が高

い可能性があるということで、もし大きな地震が来たら、津波は数分で来るというこ

とを町長の口からそれを私は聞いたのを覚えているんですけど、その辺のやっぱり認

識というか、本当にもうちょっと危機感を持たなければいけないなということで。や

っぱり地震のことを言うと、なかなか地震が来るもんやとか、いろいろ議会の中でも

たたかれたりしてますけど、そういうんじゃなくて、この前の３月のときも地震のこ

とを言ったときそういう話をちょっと耳にしたんですけど、地震が来るもんやとかい

うけど、その直後に内閣府の中央防災会議が例えば大隅半島でなくても東南海地震、

つまり日向灘、南部もマグニチュード８以上の地震が３０年以内に来る確率は８０％

ということをちゃんとテレビで言いましたよね。だからそのことも踏まえて大隅半島

沖の地震があるということを考えると、もちろん今訓練もされてますけど、やはり問

題なのはここにも書いているとおり備蓄だと思います。今、備蓄は例えば前も言いま

したけど、柏原の人たちがよく言われるんですね。ほんのこち大丈夫やったろかいっ

て、私は大丈夫じゃないと思っています。だから二、三、例を挙げると、まず耐用年

数３０年を過ぎましたということをここで言ったと思います。それと津波に対する設
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計はなされておりません。津波対策の要素は何も入っておりません、高潮対策だけで

す。この２点だけでも大変問題があるということ。そして護岸は７メートルのやつが、

南護岸と東護岸にあるだけで北護岸と西護岸はもうあけすけです。こういうところに

津波が来たときにどうするかということを本当に恐怖を感じないといけないと思うん

ですね。だからさっき言ったように、この週刊ポストではありませんけど、本当にこ

ういう地震が来たらどうするんですかということですけど、そのためにいろんな疑問

点が町長の選挙の応援の、前も言いましたけど谷口さんも町民の皆さんと語ろ会の中

で言われました。備蓄が大問題なんだと。その備蓄が大問題であるということを自分

たちもいろいろ話は聞いてて、宮地さんと私が備蓄に行って、問答集をつくっており

ます。それはまだ町長の目に入っていないかもしれませんけど、それを町長のところ

にも届けるつもりでいますし、それから自分たちは大阪大学にも行って、津波火災と

いうテーマでＮＨＫスペシャルがあった、その研究の教室の人たちとも話を聞いてき

ました。その報告書もありますので、併せて町長に見てもらって、本当に東串良で備

蓄が一番やばいんだということを柏原の人たちと、その危機感を共有することが一番

大事だと思いますので、それを町長はやはり備蓄の方々と一緒に協議してそういう連

絡体制、協議体制というのをまずつくることが一番の肝要であると思いますけど、い

かがですか。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

議員おっしゃるとおり、この地震というのは東北地震がある前の年に我が町でも鹿

大の井村教授を呼んで講演をしていただきました。そのときに３０年に１回来ますよ

ということも南海トラフで言われておりまして、あれから１０年になりますけれども、

そういう形で大隅というのは危険であることは事実です。３０年に１回と言いながら

ずっと来ておりますけど。ただ、我が町はそういうのを抱えながら結局住民の命を守

るのは避難訓練しかないと思うんです。とにかく避難というものを考えていかないと。

この質問に対しまして、令和３年３月の一般質問であったと記憶しておりますけれど

も、議員がおっしゃる安全協議会については特に住民に対してのアクションは今起こ

しておりませんけれども、しかしながら志布志石油備蓄基地や鹿児島県を初め、関係

機関で構成する鹿児島県石油コンビナート等防災本部などにおいて、今後も地震、津

波防災を含めた要望等について提案していく考えでございます。ただ、議員がおっし

ゃる安全協議会については、どのような役割を想定しているかも含め、志布志石油備

蓄基地、柏原地区の住民の方々の意向も確認した上で、必要性を検討しなければなら

ないと考えております。防災対策といたしましては、これまでも取り組んでおります

けれども、地域防災組織を中心とした防災訓練及び消防団や東部消防署に御協力いた

だきながら継続して取り組んでまいりたいと考えておりますので。また、全国石油備

蓄基地市町村連絡協議会が設立されておりますので、協議会の中で各市町村における



会  議  の  経  過 

 

-22- 

安全性、地域住民等の考えについてまた改めて確認をしてみたいと考えております。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

町長の今の答弁というのは避難訓練しかないというようなことを言いましたけれど

も、それじゃないんじゃないでしょうか。自分たちはだから３年前に岩手の洋野町と

いうところと、それから隣の普代村というところも関連づけて言いますけれども、普

通の、そこは洋野町と普代村がたった１人ずつの行方不明者しか出さなかったと。そ

れを防いだ理由というのが三陸沿岸の防波堤というのは８メートルがスタンダードな

んだけど、その洋野町はプラス４メートルの波返しの継ぎ足し工をコンクリートでや

ったということなんですね。その４メートルの継ぎ足しをしたことで、津波はほとん

ど返してしまったという、それで被害がほとんど出なかった。たった１人の行方不明

者を出しただけということを自分たちは議会で行って勉強してきましたので、それに

基づいていえば、ただ避難訓練をすればいいというだけじゃなくて、今度はだから備

蓄は自分たちがつくった問答集と、それから報告書をそちらにお見せしますけど、提

出をしますけど、避難訓練をしてればいいという問題じゃないので、備蓄がいかに深

刻な状況であるかということを具体的今度話しますから、ここも町長がリーダーシッ

プを取って備蓄と、それから柏原の住民の人たちと一緒になって、このことをちゃん

とどんどん進めてもらいたいと思っています。だからその辺は今度持ってきますので、

前向きに動いてもらいたいと思います。 

次に、２、住民参加型自治体形成を踏まえ、振興会の在り方についてです。 

ここでちょっと①を読みますね。住民が行政に主体的に能動的に関われるところが

本来の自治体であると考えると。もうこのことだと思います。やっぱり住民が参加し

て、昔、婦人会とかいろいろあって、それからこれも言いましたけど、振興会活動が

みんな高齢化、それから過疎化でもう成り立たなくなりつつあるという中で、それで

テレビで出ました愛知県新城市、そういうところでどうすればいいのかということを

見て、わあっと思ったんですけど、そのことについて新城市が自治を住民が行う上で

どういう対策を取って、この市民自治推進課をつくったかということを学ばせていた

だいて、実際電話をして、テレビに出られた丸山さんという方が応対してくださって

いろいろお聞きしました。ここは町長に対して、町長もやっぱりこういうのを勉強し

てもらいたくて、うがった言い方で失礼かもしれませんけど、多分通告しているから、

この市民自治推進課をどのように勉強されて、どのように自分は認識されたか聞いて

みたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 
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町 長（宮 原） 

議員おっしゃる愛知県新城市役所の市民自治推進課につきましては、認識しており

ませんでしたので、新城市市民自治推進課の取組について情報収集をさせていただき

ました。市民自治推進課は新城市自治基本条例や新城市若者条例等に基づき、市民ま

ちづくり集会や若者議会とそれと市民が行政に参加できる機会の提供や会議等、運営

のサポート、各行政区の取りまとめる自治振興事務所の設置により各行政区との連携、

地区要望事項の取りまとめや地域課題に関し、市役所関係課との連絡調整業務等を担

われており、市民が主役のまちづくり推進に努められているとのことでした。若者議

会や各集会等における議題の選定や討議、施策の提案等は市民が主導で行っており、

議員がおっしゃられるように市民が行政に主体的に能動的に関われているようでござ

いました。本町におきましても新型コロナウイルス感染症もあり、ここ数年、振興会

とか開催しておりませんけれども、また町長との座談会などの開催など、今後の状況

を見ながら町民の皆様が町政に関われる機会の提供に努めていければと考えていると

ころでございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

いろいろ調べてもらっていましたけど、だけでここで、これで一般質問のこの場で

ここでこの話し合いが終わっちゃいけないんですよね、町長。ですから、この後どう

するかということを真剣に考えてもらいたいです。だから振興会活動もままならない

状況の中で、これから町政を担っていく上で、行政を担っていく上で何をすべきかと

いうことを真剣に考えていかないといけないんですけれども。これは今日は本当に問

題提起という形で新城市を出させてもらったんですけれども、これを議会とも、それ

から執行部とも、それから町民の皆さんとも、これは真剣に取り組んでいかないと、

地方はもう駄目になると思います。うちの唐仁地区でも皆さん、もうどうしようもな

いと言って、ふれまえを足が悪いおばあちゃんがタクシーで待っておられました。こ

れを真剣に考えていかないと、本当に成り立たなくなるということですね。 

それで今、新城市の若者参加の議会とかいろいろありましたけれども、これを町長、

ここでとめるんじゃなくて、本当に新城市だけじゃなくて、いろんな先進地があると

思いますけど、これを自分も議会のほうでいろいろ提案していきますけど、それを真

剣に討論していきましょうやということで、この問題提起になります。 

それで①で今言いましたのが、②も含んだような内容になっておりますけれども、

一つの例として自分たち総務民生で５月１１日に南大隅町に勉強会に行かせてもらっ

たんですけれども、最後の話になりますけど。結局、自分はばかにしてたんですね、

大隅半島はそんなことはなかろうかと思ったけど、いかに福祉を踏まえた自助、共助、
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公助、これが一体的に福祉活動をしているのが南大隅町でした。そしてこの南大隅町

の在り方で、ここで地区社会福祉協議会設置事業ということで、各地区ごとに拠点を

持って、地区の独居老人の方を南大隅町は７２名のボランティアの方々と一緒になっ

て地区を取りまとめていくってすごくいいことも本当びっくりしたんですけど、青天

のへきれきでしたけど、そういうことを実際されているところで、もう１回、あるい

はもう２回ぐらい行って、実際自分たちもどういうふうに具体的に活動されているの

かということをその人たちの後について勉強すべきじゃないかなと思ったぐらいでし

た。もうここにちょっとまとめて書きましたけど、社会福祉協議会と自治会との密接

な連携でできているという話ですね。だからこれからは住民自治を考えていく上では、

これも一つの提案ですけど、今ここにある社協と福祉課にある包括支援センター、そ

して自治会、この三つの接点というのを、前テレビでありましたけど、これも言いま

したけど、やはり今地方の振興会活動は本当厳しくなっている状態の中で、そのやっ

ぱり火つけ役はいろいろアイデアがあるけど、行政がやっぱり火つけ役になっていく

べきじゃないかということがＮＨＫのニュースの中の一つの提案でした。答えは今な

かなかないそうですけども。だからこの南大隅町のこういう自助、共助、公助ですね、

これを踏まえた密接な自治会と社協との連携ということで考えると、そういう動きも

アクションを起こしていくべきじゃないかと思いますがどうですか。町長のリーダー

シップがここで発揮されると思いますが、まず火つけ役として勉強して、いろんなと

ころで発言してもらいたいと思いますが、どうですか。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

今、議員おっしゃるとおり振興会そのものが存続というか、後から家をつくられた

方がその地区に住所をもちろん直されるんですけど、振興会に入っていただければい

いんですけど、なかなか入らない御家庭がいらっしゃいまして、ごみの収集も大変な

状況がございまして、勝手に入れられるというか、振興会長、なぜ入れるんですかっ

て、いや、私は町のほうに４００円払ったから、もう許可はもらったということで入

れられる方がいらっしゃるんです。いや、これはですねということで、振興会長さん

は困っていらっしゃいまして。だから私、さっき言いましたけれども、振興会の総会

そのものは今できておりませんので、会がコロナで人を集めることができなくて、そ

の説明もしていないものですから、できれば行政もそうですけれども、振興会長さん

が家をつくられたときは振興会に入ってくださいねということでお願いというものも

進めていただければありがたいということで。それと振興会に入ったらこんなメリッ

トもありますよとか、広報紙が毎月届きますよとか、それと困り事とか、そういうこ

とについては、ぜひ説明していただければありがたいなと思っておりまして、行政の

ほうに新たに住所を直されるときは説明しなさいとか、職員が言っておりますけれど

も、だからそれが身につかないというか、家に行って説明しないことには分からない
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というのが現実的にございます。衛自連のお話ですけれども、住民の方々が各地域の

振興会で管理しているごみステーションについては、生活ごみを出す場合は振興会に

加入されていない場合は、各地域の振興会にルールがございますので、ごみ出しの許

可を得るように説明しております。また振興会に入れば地震、台風、津波など避難す

る際や声かけ運動とか、災害ごみの処分においても振興会の扶助、相互扶助が大きな

成果を発揮しますので、できれば振興会に加入していただくようお願いしている状況

でございます。今、議員おっしゃいました振興会のそういう総代会というか、また来

年度はできると思うんですけれども、今年はまだできておりませんけれども、そうい

うことをまたもろもろ振興会長さんにまたお願いして、振興会に対する活動費とか、

そういうものを使って、いろいろ街灯の設置とかできますとか、そういうことをまた

説明を申し上げようかと思っております。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

３番 瀨戸山議員。 

 

３ 番（瀨戸山） 

最後になりますけど、自分たちが南大隅町の勉強会に行ったときに、我々総務民生

５名行ったんですけど、社会福祉協議会の勉強会でいろいろやった後に、南大隅町長

が来てくださったんですね。やっぱり並々ならぬそういう思いというか、なぜ我々５

名のところにわざわざ町長が来てくださったのかということですけど、やっぱり並々

ならぬこういう地域の扶助、これに関して思いがあるということで、ちょっとそこの

局長もお友達なんですけれども、聞いてみたら、町長が、前の町長からも全面的に出

てきていろいろと話をしてくださり、そして協力をしてくださいますということです。

それぐらい、これからは社協とも包括支援センターとも、町長がどんどん関わってい

く体制が必要じゃないかなと思います。もう一つ、町長、南大隅町のことも心に留め

置いてくださいね。それから去年、清渓セミナーというのがあって、そこに参加した

ときに、３年前、千葉県と宮城県で水害があったときに、特に宮城県で有名になった

丸森町って、町長、丸森町を今度調べてくださいね。道路、橋が寸断されて独居老人、

老人の方々をどう救っていったか。飲まなければならない薬を誰がどのように、道路

を、あるいは橋が寸断されても届けていったかということで、テレビでもすごくクロ

ーズアップされて話題になったところですけど、去年、前町長さんとお会いする機会

がありました。いろいろお話を聞いて、本当に感動しましたということを私が申し上

げると、ぜひ来てくだされば応対しますので勉強に来てくださいねということをちょ

っとそういうふうに確約を取ったんですけど、今なかなかコロナで行けませんけど、

どうですか、町長、南大隅町、それから宮城県丸森町、町長自分から行って、そうい

うところのいろいろ話を聞いて、それを行政に反映させるように動いてくださいませ

んか。 

以上です。終わります。 



会  議  の  経  過 

 

-26- 

 

議 長（田之畑） 

答弁は要らないんですね。 

ここで暫時休憩します。 

 

休  憩 午前１０時４２分 

――――――◇―――――― 

再  開 午前１０時５１分 

 

議 長（田之畑） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

次に、９番 宮地利雄議員の発言を許します。 

９番 宮地議員。 

 

９ 番（宮 地） 

それでは、通告に基づいて一般質問を行います。 

今回、インボイス問題、それから子供の国保税の問題、それから学校給食に対する

助成措置の問題、それから最近各地で問題になっています水田活用の直接支払交付金

の問題、以上４点を取り上げました。簡潔に質問しますので、よろしくお願いいたし

ます。 

まず町のこのインボイス対策であります。インボイス対策というのはいわゆる消費

税の対策なんですが、最初に申し上げておきますけれども、私自身はこのインボイス

対策、インボイス方式の消費税課税には反対でありまして、多くの税務関係者も今政

府に様々な声を上げておりますし、地方自治体もこの１年間で百数十から二百数十の

自治体の議会が政府に反対の決議を上げるというような動きを強めております。実施

の延期または中止を求めていきたいというふうに思っておりますが、町当局はインボ

イス実施によってどのような事態が本町において想定されるのかというのを質問をい

たしました。これまでの町当局、とりわけ税務課などの答弁によりますと、消費税が

課税されない、つまり１，０００万円以下の売上げしかない業者、事業者、当然農家

も含まれるわけですが、それが４９３件、これが今年の税務署が調査した数字のよう

に答弁されたと思いますが、４９３件、約５００件近いですね、町内の事業者がどう

するかと、来年３月までの登録を済ませるのか、１０月からの実施に対応が迫られて

まいります。だから町としてはどのような事態が予想されると考えているのかという

のが最初の質問です。これは非常にばくっとした質問で、各種業者や分野に影響があ

ると思いますけれども、これまで税務課内とか、あるいは課長会議などで当然話題に

なることもあったと思いますので、そういうところでどのようなインボイスについて、

どういう心配が予想されるか、どんな事態が予想されると考えているのか、議論にな

った内容などを答弁願いたいと思います。 
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議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

消費税の本則課税の事業者が消費税の仕入れ控除を行うためには、適格請求書、い

わゆるインボイスが必要となります。しかしながらインボイスの発行には課税事業者

に限られておりますので、お尋ねの免税事業者が取引の相手では、消費税の仕入れ控

除はできません。結果といたしまして、取引を断れるケースや消費税分の値下げを要

求してくる事態が想定されると認識しております。詳細については、税務課長にちょ

っと説明させます。 

 

議 長（田之畑） 

税務課長。 

 

税務課長（西 田） 

お答えいたします。 

消費税は、前々年の課税売上が１，０００万円を超えますと、消費税の申告と納税

が必要な課税事業者となります。対して１，０００万円以下の場合は免税事業者とな

ります。また、課税事業者の消費税の申告方法につきましては、売上げにかかる消費

税額から仕入れにかかる消費税額を差し引いて申告する本則課税と、売上げにかかる

消費税額にみなし仕入率を乗じた額を差し引く簡易課税に分けられます。お尋ねの免

税事業者に想定される事態につきましては、町長の答弁のとおりでございますが、町

への影響といたしましては、免税事業者が課税事業者になることによりまして、消費

税申告に係る件数が増加するものと予測されているところでございます。 

インボイスを発行するためには、来年１０月までに登録申請を行う必要があります

が、取引の相手が簡易課税の事業者や免税事業者であった場合は、インボイスの発行

は不要でございますので取引に影響はございません。 

また農業の生産者が農協や卸売市場を通して販売する場合も農協や卸売市場がイン

ボイスを発行しますので、特例により免税事業者でも取引に影響はございません。た

だし、和牛の子牛を販売する場合は、農協特例や卸売市場特例の適用はありませんの

で、本則課税の改定が免税事業者の子牛の購入を控え、課税事業者の子牛と免税事業

者の子牛の販売価格について差が生じることも考えられます。このようにインボイス

制度の開始により免税事業者は、その個々の取引の形態によりまして、影響を受ける

ものと受けないものが出てまいります。仮に免税事業者がインボイスを発行するため、

課税事業者を選択した場合は、１，０００万円以下の課税売上げであっても消費税の

申告と納税のほかにインボイスの発行、記帳・帳簿の保存義務が課せられていること

になりますので、慎重な対応が必要となります。 



会  議  の  経  過 

 

-28- 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

９番 宮地議員。 

 

９ 番（宮 地） 

ただいまの税務課長の答弁は、ほぼそのとおりだろうと思うんですが、この仕入れ

をする中小業者などは、ほとんどが課税業者から仕入れていると思うんですよね。簡

易課税かどうかは別、簡易課税でもなくて、ほとんどが本則課税ですよ。お店などに

いろんな商品を卸すような、そういう業者はほとんど本則課税の業者ですよ。そうい

う人たちが１，０００万円以下のお店や事業者に商品を卸すときに、消費税分を引か

なくてもいいということにはならないということで、非常に苦労をすると、悩むと思

うんですね。ですから、この４９３件の現在消費税が課税されていない事業者は、イ

ンボイスに参加するか、あるいはもう廃業するか悩むというふうに思います。そして

最大の関心問題はインボイスで消費税が課税された場合、毎年毎年、これは毎年納め

なきゃいけないわけですから１回納めれば済むというわけじゃないわけですからね。

一体自分は幾らぐらいの消費税を納めることになるのか、そのことを知りたいのでは

ないかと。これまで消費税は課税されていないわけですから、自分の経営の消費税分

を計算したことがない方が多いと思うんですよね。多いというか大部分じゃないかと

いうふうに思うんですね。ですから、どれくらいの消費税を、これまでのつまり今年

の３月の申告で売上げも経費も町当局も知ってるわけですからこれまでの申告内容か

らどれだけの消費税を自分は今後、これまでの売上げ、経費が同じような額であった

場合、毎年毎年支払っていくのかということについて、私は正確でなくてもいいから、

そういう問合せがあったときには、大まかな数字でいいと思いますので、ぜひこの回

答できるような準備、つまりこれまで申告内容からこの程度は本則の場合でこの程度、

簡易だったらこの程度はあなたの場合は支払うことになるんじゃないでしょうかとい

うような指導というか、援助は必要ではないかというのが２番目の内容なんですが、

担当課長で結構ですが、いかがでしょうか。 

 

議 長（田之畑） 

税務課長。 

 

税務課長（西 田） 

お答えいたします。 

町が行う住民税、国民健康保険税の申告につきましては、文字どおり住民税と国民

健康保険税の賦課を目的としておりますが、簡易課税の消費税の申告があった場合は、

申告期間に限り納税相談とその申告も受け付けております。お尋ねの大まかな消費税

につきましては、正確な課税売上が算出されていることが前提ではございますが、簡

易課税の場合、課税標準額に対する消費税にみなし仕入率を乗じることにより算出す
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ることは可能ではあります。 

また、本則課税につきましては、おおむね５，０００万円以上の課税売上のある事

業者が多い現状ではございますが、仕入れにかかる取引から不課税、非課税分の控除

など経費の個々の取引を参照する必要がありますので、簡易な算出はできかねます。 

なお、この大まかな消費税につきまして、課税事業者へ変更する際の判断基準とさ

れる場合は、職員が仮に計算を誤り、結果、課税事業者を選択した場合であっても、

その取消しを一定の期間は行うことはできません。このようなことから、消費税に関

することにつきましては、もともと国税でありますので、概要の説明は可能ではござ

いますが、個々の経営判断となるような事例につきましては、誤った情報提供はかえ

って事業者に御迷惑をおかけすることや損害賠償にも発展しかねませんので、税務署

への案内を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

９番 宮地議員。 

 

９ 番（宮 地） 

そういう納税者の判断を誤らせることがあるかもしれないというようなことですが、

やはりこのインボイスに基づく取引に参加する場合は、事務手続上も保存しておく必

要がありますよね。だから非常に複雑というか、煩雑な作業が出てくるということが

うちの税務課でも分かっておられるようですので、私はこれは正確じゃないかもしれ

ませんけれども、大まかに言えば、大体この程度ですよというような対応は税務課の

ほうでぜひやっていただきたいということを要請して、引き続き、この点については

求めていきたいと思います。 

次に、子供の国保税対策について取り上げました。政府は未就学児童の国保税のう

ち、均等割については値下げをいたしました。これに伴いまして、各地でいろいろな

附随して子供の国保税の均等割などをさらに値下げしていくという動きが出ておりま

す。鹿屋市では少子化対策のためなんでしょうけれども、第３子以降の子供の均等割

については５割値下げをするというだけではなくて、もう無料に踏み切るというのを

踏み切っております。私は、本町もそうした方法が取れないかということを質問をい

たしております。しかし本町は、第１子、第２子、第３子と町長の英断によって出生

時に祝い金を支給しております。これは県下でもやはり優れた政策であるというふう

に思います。赤ちゃんすこやか事業ですかね、ですけれども、これは１回限りなわけ

ですから、毎年毎年未就学児の国保税のうち均等割を無償にしていくと、払わんでよ

かどというふうになれば、それにこしたことはないわけですが、本町もそうしたです

ね、少なくとも鹿屋市のような方策、方法は取れないかということについて質問をい

たしておきます。 

 

議 長（田之畑） 
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町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

国保税に関する負担軽減につきましては、国と地方の公費負担によりまして、令和

４年度から未就学児の均等割額は５割軽減となっております。お尋ねの子供の均等割

額の軽減につきましては、県内では委員おっしゃいました今のところ、鹿屋市のみが

実施している状況でございます。本町におきましては、軽減を行うための財源といた

しまして、基金取崩しも考えられますが、基金は不測の事態に対応するためのもので

ございますので、また一般会計からの繰入れもできませんので、今のところ実施は困

難であるだろうと考えております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

９番 宮地議員。 

 

９ 番（宮 地） 

今のところ実施は困難ということですが、ぜひ引き続き、これは求めていきたいと

思います。 

次に学校給食費です。本町の場合は、これは議会からの要求はあったんでしょうか。

町長の側からの発案がなかったかとも思いますが、給食費に対して１人当たり約半額

ですかね、補助をすると、助成するということが実現を既にいたしております。これ

は県内でも他町村に先駆けてほぼ給食費が半額になるよう助成が実施されております。

ところで、今回のコロナ対策の臨時交付金の活用に際して、文科省が通知を出してお

ります。この文科省の文書の中では、学校給食等の負担軽減などとして地域の実情に

応じ、これまでどおりの栄養バランスや量を伴った学校給食等が実施されるよう云々

とあって自治体の取組を強力に促し、必要な支援を迅速に行うこととされております

ということで、特にコロナ禍に対する原油価格や物価高騰対応分を活用して学校給食

等の保護者負担の軽減に向けた取組を進めていただくようという通知が文科省から出

ているわけです。もちろんコロナ禍の問題は、あと１年か２年すれば収束するという

ことにもなるかもしれませんが、ぜひですね、今回のコロナ対策の臨時交付金を活用

すれば、これまでの給食費の助成と合わせれば、ほぼ給食費ゼロを目指すというよう

なことも可能ではないかというふうに思って今回のこの質問をしたわけです。そうす

れば、我が東串良町の子供の給食費に対する助成措置は大変な評価を受けることにな

ると思うんですが、どのような答弁が用意されているのか、よろしくお願いします。 

 

議 長（田之畑） 

教育長。 
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教育長（天 神） 

お答えします。 

今回の地方創生臨時交付金につきましては、企画課、その他でもいろんな計画もあ

るようでして、多くの町民への支援が計画されていると聞いております。それで給食

費につきましては、保護者負担軽減の補助というよりも原油高や円安に伴う物価上昇

に対しての補助を計画したところです。よって、ニュース等でもあるような保護者負

担の給食費の値上げは考えていないところです。県学校給食会によりますと、全７３

１品目のうち６９０品目が値段高騰しておりまして、特にサラダ油とか調味料、小麦、

大豆等を含めた材料が高騰しているようです。今後も食材はもちろん、燃料費の値上

げ等が考えられます。そこで給食費の質や量を落とさずに提供できるよう、昨年度と

比較試算しましたら、児童生徒１人、１年間で約１，８３０円の値上げが予想されま

した。児童生徒５８２人ですので、具体的には給食費として１１０万円の補助をお願

いし、６月補正で地方創生臨時交付金１１０万円を計上していただいたところです。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

９番 宮地議員。 

 

９ 番（宮 地） 

この給食の食材の値上げによって、本来は給食費そのものを値上げしないといけな

い状況にあったが、本町の場合は、この地方創生臨時交付金の活用でそれだけ１１０

万円をこっちから給食のほうに回して値上げを抑えるという状況だという答弁だと思

います。それはそれでしょうがないわけですが。私も実は直接給食センターの方に問

合せもしたんですが、値上げはもちろんあるわけだけど何とか今年度、来年度、これ

までの価格で維持ができるように頑張りますという回答でした。ぜひ、そういう点で

は当局の頑張りも見えるので、次に水田活用の直接支払交付金と、これ私、ほとんど

どんなものか分からなかったんですが、いろんな新聞を見たり、また全国農業新聞で

も取り上げられておりました。そしてその中心は今回５年間に１回も米を作付しなか

った場合は、転作奨励金を支給しないということを打ち出しているようです。私は志

布志市議会のホームページでその議会の一般質問を視聴しました。その問題を取り上

げた共産党の議員さんがおりましたので。あそこは市議会の様子が全部画像と音で有

権者がいつでも見ることができるようになっておりましたので、視聴いたしましたが、

あそこの志布志市というまちは３か町が合併しまして、山あり谷ありの地勢で転作作

物をつくるためにそばとかですね、どうするかというと、長年かけて水路そのものを

廃止すると。地目は田であっても畑としての機能を長い間かけて築いてきたという状

況があるようです。 

したがって、そんな水を張れと言われてもいきなり溝をつくって新たに遠いところ

から水を引くわけにはいくかという抵抗もありまして、市長の答弁によれば影響は半

端ではないと。そのためにそういう転作奨励金などの措置が受けられない面積が１６
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６ヘクタールと、農家数は３６２戸だと、減らされる交付金は４，３７６万円だと、

その数字もすごいなというふうに思いましたが、市長が答弁するぐらいですから。そ

して農家の中では、中山間地では頑張って減反に協力してきたのに途中ではしごを取

り外すようなやり方じゃないかということで怒りが広がっているような状況です。 

本町の場合はどうなんだろうかと思いまして、別に具体的な調査はしておりません

が、本町の農地の地勢を見たときに、ほぼ平らですよね。志布志やほかの町村のよう

に中山間地がほとんどないと。だから志布志市とは大分違うとは思いますけれども、

本町へのこの影響について、水田活用直接支払金の支払交付金について、どのように

試算しているのか、本町への影響をですね。試算といって具体的な数字まで出るのか

どうか分かりませんが、本町のような場合に、そういう地勢を見たときの本町のよう

な場合に、それでパイプで水路が一応維持されているわけですから、だからこういう

場合には本町の場合にこの交付金は影響があるのかないのか。あるとすればどの程度

影響があると考えられるか、担当課で計算でももしする時間があればしていただいた

と思いますが、答弁をお願いしたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

農林水産課長。 

 

農林水産課長（瀬戸山） 

お答えします。 

初めに、水田活用直接支払交付金の令和３年度実績でございますが、町内の農家数

８１６戸のうち、交付対象者は６４７戸で面積が約６２０ヘクタール、交付金総額は

３億７，１５８万円でございました。ただいま議員おっしゃいますとおり、令和４年

度より転換作物が固定されている水田の畑地化を促すこと、また水稲と転換作物との

ブロックローテーション体系の再構築を促すため、水田活用における直接支払交付金

の交付対象水田の現行ルールを再撤廃し、現場の課題を検証しつつ、今後５年間に一

度も水張りが行われていない農地は交付対象水田としない方針が農林水産省より示さ

れたところでございます。今後は、町農業再生協議会において毎年７月１日時点で、

交付対象水田の整理を行いますが、令和４年度から８年度までの５年間で一度も水張

りが行われていない場合、令和９年度以降は交付対象外となることが予想されます。

本町には約８２０ヘクタールの水田がございますが、令和３年度の実績では約７２０

ヘクタールの水田において水張りが行われております。残りの約１００ヘクタールは、

飼料作物の作付が約３０ヘクタール、施設園芸等を含む野菜の作付が約１５ヘクター

ル、その他対象作物、対象外作物、施設用地や荒れ地、約５５ヘクタールが水張りさ

れていない状況でございました。仮定ではございますが、令和３年度実績で５年間水

張りがなかったとしますと、飼料作物の作付は約３０ヘクタールが国設定の戦略作物

助成の部分に影響するもので、農家数約１４０名の圃場の一部が令和９年度より交付

対象外となり、最大で約１，０５０万円の減額になると推察するところでございます。 

なお、県設定、町再生協議会設定の産地交付金につきましては、使途を独自に設定
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できることや、また配分額も決まっておりますので、産地交付金総額には影響がない

ものと考えているところでございます。今後、町農業再生協議会といたしましても国、

県とも連携を図りまして、対象農家への皆様方へ情報提供、また産地交付金の新たな

使途の検討など適時適切に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

９番 宮地議員。 

 

９ 番（宮 地） 

本町における具体的な数字を初めて聞かせてもらいました。１，０５０万円ぐらい

減ると、このままの作付でいけばですね。これでもやっぱり大きいですよね。農家の

転作奨励金も税金などで計算しましたが、多い農家では何百万円もありますよね。だ

から、総額でどれくらいになるのか、先ほどの課長の答弁では３億７，０００万円と

言われましたが、一つの大きな本町の住民に行き届く貴重な資源というのか、資産と

いうのか、会計というのか、そういう意味でもこの国の今回の交付金の制度、これに

ついての批判も大いに取り組んでいきたいというふうに思います。 

以上で私の質問を終わります。 

 

議 長（田之畑） 

それでは、次に、４番 牧原完治議員の発言を許します。 

４番 牧原議員。 

 

４ 番（牧 原） 

私も通告に従いまして、豊栄と柏原の活性化対策について３点ほど質問したいと思

います。 

まず、豊栄対策の件なんですが、豊栄対策については、この前、３月議会で大隅路

線のことが出てまいりましたが、その延長といたしまして、豊栄地区は、非常に池之

原から豊栄に行くには迂回路というか、崖と高低差があるわけなんですよね。それで

どうしても足が向かないというような状況でございまして、昔は池之原から豊栄に行

くのに利用された道路は図師の坂という、町長と副町長ぐらいは知っておられると思

いますが、池小の下の吉留花屋がございます。その前に図師電器という電器店がござ

いまして、そこから大迫さんの下に田畑電機があったりですね、あそこの道路が車道

として上り下りをしていたわけなんです。昭和４０年代までですかね。一番近道で利

用されていたわけなんですが、現在は急傾斜地の急カーブで非常に豊栄に、足が向か

ないというような状況でございますので、この前、大隅路線の件が出ましたが、その

延長として池之原小学校の駐車場から液化ガスまでの大隅路線で道路の復活はできな

いか、質問を申し上げたいと思います。 
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議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

今、議員おっしゃいました線路跡を豊栄地区から池之原地区へのアクセス道路とし

て復活させることは豊栄地区の活性化に関して確かに有効的であるとは本当に思いま

す。しかし跡を復活させることにより、近年整備を行ってまいりました平成２７年度

池之原大隅線の一部やり変えや平成２７年度、池之原小学校に接する駐車場の廃止が

また必要となってまいります。さらには、県道柏原池之原線を横断することや、橋梁

の設置、もしくはトンネル工事等の莫大な事業費が想定されます。このことは今後豊

栄地区の活性化のため、池之原地区へのアクセス道路を他の路線を含め、また事業に

活用できる補助事業等についても調査してまいりたいと今考えておりますので、よろ

しく御理解いただけるとありがたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

４番 牧原議員。 

 

４ 番（牧 原） 

今、町長の答弁でありました、確かに池之原小学校の駐車場については、せっかく

駐車場をつくったという経緯もあるわけなんですが、それとトンネルでという言葉も

ありましたが、鉄道のＳＬとですね、昔はＳＬが主体だったんです。あの当時は、下

の三角公園から上の上原健郎さんの畑までずっと勾配を緩やかにして線路があったわ

けなんです。そして今の県道は橋がかかり、また小学校のあそこも橋がかかり、もう

一つ向こうの、今、吉留さんが美容院がされていますが、あそこに橋が、三つも橋の

下をＳＬが通ってたわけなんです。それに比べますと、今、車でございますので、勾

配も大分きくんじゃないかと思います。このコンサル等した結果、トンネルでないと

駄目というようなことはないと思いますので、ぜひその辺も考慮していただいて、な

るべく経費のかからない方法、また池之原小学校の駐車場の件についても、私もこれ

は前質問をいたしました。どうしてもここは必要ですので、この代替地等を考慮して、

ぜひこの豊栄の対策をやっていただきたいと思うわけなんです。 

この前、森山先生から国の補助金のこういう案内が来たわけなんですが、これを見

ますと計画名が交通連携強化と産業観光振興支援による魅力と活力ある地域づくりと

いうことで、池之原大隅線、池之原校区に２，２１７万３，０００円という国の補助

があるんだよということもきました。宮地前建設課長に、これは補助金の対象になる

かと前に尋ねたところ、ずっと継続すれば補助金の対象にもなりますよということで

すので、うちの一般財源の負担はほとんどないと思いますので、ぜひ計画していただ

きたいと思います。 

次に、２番目、今度は柏原に行きます。柏原に第２の物産館をということで。これ



会  議  の  経  過 

 

-35- 

はちょうど７年前に同僚議員が質問した懸案でございます。非常にいい質問だなとい

うことで、ずっと心の中にとめておったわけなんですが、今回国道の４４８号が改良

工事をされるという、非常に長年の懸案ができるわけなんですが、柏原小学校の前あ

たりを見ますと、空き家が非常に多くございます。ここに第２の物産館をつくったら

どうかと私は思うわけでございます。町長が柏原対策については、非常に努力されま

してMARUMARINEの開発とか、それからルーピンの相撲、そのようなことで観光も非常

に多くなっております。大分投資もしたわけなんですが、本町に果たして見返りがあ

るのかということを考えますと、ほとんど私はないと思います。せめて観光に行った

帰りには土産を買ったり、また物産館といいますと、農産物が主体、柏原には水産物

がございます、漁協がありますので。これも一つ大きな目玉となりますので、ぜひ柏

原対策で国道４４８号のあの辺に第２の物産館をということの質問をしたいと思いま

す。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

議員おっしゃるとおり柏原にお店がないというのは以前からの考え方で、今おっし

ゃいました第２の物産館です。これは私の念願でございまして、どうしてんつくらん

ないかんというのがございます。ただ、物産館のみを建設するということではなくて、

例えば柏原分団の消防詰所が標高ゼロメートルになってて長雨による水害や万一の津

波対策を考えたときに、現在の場所から高台のほう、今おっしゃっていました国道４

４８号沿いに移転すべきではないかというのを考えておりまして、そのタイミングで、

その敷地内に併設して物産館等の施設も整備できたらと考えております。場所や時期

につきましては、今のところ未定でございますが、近い将来、具体的な内容を詰めて

まいりたいと考えております。 

議員がおっしゃいますように、柏原地区に第２の物産館が建設されますと、そこか

らマルマリンや円山公園、キャンプ場、そしてドームハウス、そして柏原内の店舗等

へ立ち寄っていただけるような人の流れをつくることが重要となってまいりますので、

その折は官民一体となって様々な工夫を構築していくことで柏原地区の活性化につな

げていけたらいいなと思っておりますので、御理解いただければありがたいなと思っ

ております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

４番 牧原議員。 

 

４ 番（牧 原） 

町長の思いと私の思いが大体一致したような気がするんですが、柏原は二つの医院
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がございます。岩重さんと児玉さんとですね。これが非常に宝というか、財産だと思

います。毎日病院に治療に行く方、診断に行く方が多いわけです。その方の帰りも土

産物とか買い物も非常に有利ではないかと思っております。 

それと錦江町に物産館がございます。うちの物産館と比べますと半分程度の広さの

物産館だと思いますが、あそこは、にぎやかで活発なんですよね。錦江町、南大隅町

に観光等に行った帰りはほとんどあそこに寄って帰られます。あそこの議員に聞いて

みますと、当初３００万円の持ち出しが町からあったそうです。それを１００万円に

し、現在では黒字経営というか、そういう状況のようです。ぜひ、ああいう錦江町み

たいな物産館を目指していただきたいと思うわけでございます。 

それでは、最後にまた、これも物産館と似たような質問なんですが、今度、明光園

の跡地が５反歩という広い土地が返ってくるというか、向こうから言いますと寄附と

いうか、そういう形で町有地になったわけなんですが、マルマリンを見ますと非常に

明光園の跡地が魅力なんですよね。ここを交流の拠点場としてフリーマーケットをし

たらどうかというような提案でございます。質問状では土日限定でというようなこと

で毎週というようなことで書いたわけなんですが、実際は月１回ぐらいやれば非常に

人の集客をどうするかということなんですよね。本町には豊かな農産物がございます。

そして先ほど申し上げましたように柏原の漁業、また柏原には魚の卸屋さんも二、三

軒いらっしゃいます。この方々から干物を提供する。または、町内の誰でもこのフリ

ーマーケットに参加できるよというような体制をつくったり、商工会については日曜

日は休みです。商工会の方も呉服を並べたり、またＰＴＡとか学校関係の方もバザー

を開いたらというようなことで、この明光園跡地にそのような集客施設利用はできな

いかということを質問申し上げます。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

議員おっしゃいました明光園跡地の活用につきましては、その周辺を含めて一体的

な利活用を考えております。当分の間はマルマリンや円山公園へお越しになった方々

の駐車場として活用したいと考えております。また、円山公園内には遊具や相撲場、

そして芝生敷がございますが、その近くを車両が自由に往来しておりますので、万が

一公園内で事故を未然に防ぐという観点からどうしても駐車場がないということで、

あそこを駐車場利用という考え方でございます。 

また、将来的には駐車場内に雨天時にも対応できるような構造物を建てようかと思

っておりまして、そのように施設を整備したいと考えております。そのような施設が

完成いたしますと、議員おっしゃったようなそういうフリーマーケットのような活用

も、全天候型ですので、食べる場所とか天ぷらとか、そういうものを販売できるよう

な施設になればいいなと思っておりまして、とりあえずはあそこは駐車場という考え
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方でございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

４番 牧原議員。 

 

４ 番（牧 原） 

この前、５月２８日にルーピンゴルフ大会があったわけです。うちも議員で参加し

たわけなんですが、約１６０何チームでしたかね、うちのグラウンドに来て、数千人

集まったわけなんですが、その中で休憩中に坪山さんが天ぷらを持ってこられて、軽

トラックの保冷車です。これであそこで販売されたわけなんです。見る見るうちにな

くなり、見ている間に３回往復して天ぷらをあれしてね、非常に人が集まれば商売と

言うといけませんが、人が集まればいろんな物流ができるんだなということを感じた

わけです。ぜひ、その明光園跡地も考えていただきたいと思います。今まで質問をし

ましたが町長が初めて、私の質問に満足がいった回答をもらいました。 

これで私の質問を終わりたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

次に、７番 前田 隆議員の発言を許します。 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

午前中の最後ということで、時間がないようですが、単刀直入に質問しますのでよ

ろしくお願いします。 

私は２点ほど通告いたしました。職員の採用と給料について。 

１、近年、行政サービスはますます多様化している。こうした中、職員定数に対し

て職員数はどうなっているのか。また、職員数は他町に比較して適正であると言える

のか、お尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

詳細について、数字的な部分ですので、総務課長に答弁させます。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 
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今、町長から数字的な部分ということですので、私のほうから答弁させていただき

たいと思います。 

まず職員の定数につきましては、皆さん御承知のとおり、職員定数条例上、９５名

となっているところでございます。現在の職員数は９０名でございます。また令和４

年度、本年度からでございますが、３年間、県高齢者医療広域連合組合、及び大隅肝

属広域事務組合へ１名ずつ派遣いたしております。さらには、産前産後休暇、あるい

は育児休業の職員が３名おりますので、実質８５名で業務を分担している状況でござ

います。 

次に、他町との比較でございますが、毎年行われる給与実態調査における一般行政

職で比較いたしますと、本町は６９名、近隣の類似団体では錦江町８５名、南大隅町

９０名、南種子町８３名、中種子町１１８名となっております。南大隅町、錦江町に

つきましては支所もございますので一概に比較はできませんが、いずれにいたしまし

ても職員数は少ない状況になっているように思います。 

以上で終わります。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

我が役場は、課によっては前もちょっと人数が足りないという話も聞いたわけです

よね。そういう課が増員する考えはないのか、足りない課はですね。余っている課は

ないと思いますけど、そういう考えはないのか。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

確かにおっしゃるとおり足りない課、先ほどから言いますとおり定数９５名に対し

て８５名でやっておりますので、実際問題１０名足りないところもございます。ただ

し、今現状におきましては、再任用職員という方が幸いにして数名在職してもらって

おりますので何とかカバーしている状況でございますが、採用も含めて今後優秀な人

材を採用したいということで、その職場職場、あるいは課に応じた適正な配置をやっ

ていきたいというふうに考えているところでございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 



会  議  の  経  過 

 

-39- 

今の答弁では、どうにかこうにか足りてるというような回答だったと思います。 

２番目に地方公務員の給料水準を示すラスパイレス指数は本町ではどのように推移

しているのか。また類似団体の指数と比較してどのような分析をしているのかお尋ね

いたします。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

ラスパイレス指数の質問ですが、本町のラスパイレス指数の５か年分を申し上げさ

せていただきたいと思います。５か年分を言います。平成２９年は９６．１、平成３

０年は９５．３、平成３１年（令和元年）は９６．１、令和２年が９７、令和３年で

９５．４となっているところでございます。先ほどから比較いたします近隣の類似団

体としては、錦江町、南大隅町、中種子町、南種子町がありますが、この４町の平均

は、平成２９年で９７．５、平成３０年は９７．２、平成３１年（令和元年）が９６．

５、令和２年が９６．６、令和３年度で９６．８と、平均すればなっているようでご

ざいます。ラスパイレス指数はその年の対象となる職員の状況で値が変動するわけで

ございますが、単純に比較することは困難でありますけれども、令和２年度を除いて

は類似団体と比較して低い状況にあるというところでございます。分析といたしまし

ては、類似団体が平均が９６から９８の間で推移していることに対し、本町は９５か

ら９７に推移しておりますので低いというふうに感じているところでもございます。 

以上であります。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

企業というのか、会社というのかによっては高い並みに給料を払っているところが

実際ありますよね。これは余談になると思いますけど、去年、一昨年の職員採用の際、

我がまちの大学生の子供が、お父さんが一応役場を受けたいと言って、役場のほうが

よかごたいなと話をしてたんですよ。そうしたら大企業に就職をしようかなち言っせ

え、また相談がありまして、ちょうどそこに私の娘が勤めとったもんですから、給料

を聞いてみたら、物すごく差があったんですよ。それで、いや、もう役場どころじゃ

ないどと、そっちに行きなさいと言って、その方は今そっちに行ってます。そういう

ような状況があるものですから、今のこの数字を聞いてみれば、ほかの４町に比べて

低いですよね。せめて我がまちは財政も豊かだと、いつも言ってますよね。だから、

この辺でほかの４町と同程度か上ぐらいの指数に持っていったらどうなのか、どうで

すか。 
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議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

私の立場で言っていいのか悪いのか分からない部分もございますが、確かに財政が

いい悪いとかいう部分じゃなくして、やっぱり同じ、例えばある町、ある市を比較い

たしますと、同じ仕事をするわけですので、同じぐらいの給与水準に上げていけたら

なというふうには思っているところでございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

ぜひ他町村と同じようにしていただきたいと思います。 

それと３番目に行政改革の一環として人件費のコスト削減が進められてきたが、以

前と比較して、給料や退職金はどのようになったのかをお尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

給料、あるいは退職金がどうかということでございますが、２０年ほど前と比較し

てみました。そうしたときに基本給で月額、課長級で６万円ほど低くございます。ま

た退職金に換算いたしますと、６００万円から７００万円程度少なくなっていると、

２０年前と比較して、そのようになっているようでございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

給料も６万円といったらすごいですよね。それで退職金も６００から７００万円、

すごい金額ですよね。何でこんなに下がったのか。それで私はいつも疑問に思ってい

るんですけれども、鹿屋市は我がまちと同じように交付金をもらっていますよね。我

がまちも交付金をもらっていますよ。それなのに職員の給料なり、我々の議員報酬な

りが大変な差があるようです。うちのいとこの子も鹿屋に勤めていますけれども、給

料を聞いてみたら大分差があるようです。同じ交付金をもらっていて、我がまちはこ

んなに低いと、鹿屋は高いと。鹿屋ほどに上げろとは言いませんけど大体これに近い
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ような数字に持っていったらいいんじゃないかなといつもそう思っていますけれども、

どうですか、その辺は。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

そうですね、確かにおっしゃるとおり私ももらうほうですので高いにこしたことは

ないかと思うんですが、ただ、今交付金という話でしたけれども、交付税の話だろう

と思いますが、確かに鹿屋市を含めて交付税をもらっているところは事実で、交付税

交付団体、いわゆる依存財源に依存しているというところがおおむね全ての自治体だ

ろうというふうに理解しております。その中で本町だけが給料が安いという話になる

わけ、今そういうような話になっているところでございますが、これにつきましては、

いずれにしても国家公務員に準じた率、もろもろの中で給与体系を組んでおります。

ですので、鹿屋市におきましては、例えば部長級がいらっしゃいます。部長級につき

ましては、給料表があるわけでございますが、最初入ったときは、鹿屋の部長級さん

は７級制という職の級のところの給料をもらっていらっしゃいます。東串良の課長に

つきましては６級というところの職の中で給料を支給しているという状況でございま

すので、その部分についても差が出てくる要因なのかなというふうにも思っていると

ころでございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

今、７級の話が出ましたけれども、７級は後でまた質問したいと思いますが、去年

の職員採用試験の状況について、募集した職種、募集人数、受験者数、合格者数、採

用人数をお尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

昨年度の職員の云々かんぬんというところでございますが、令和３年度におきまし

ては３回の試験を実施させていただきました。まず１回目につきましては、令和３年

４月１日現在の職員数が８９名でありましたので、１０月１日採用に向けて試験を行

ったところでございます。それにつきましては、一般職若干名、土木職員１名を募集

いたしたところでございます。その結果といたしまして土木専門職は受験者ゼロ、一
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般職は一次試験の受験者１８名でありました。合格者数は７名、７名全ての方が２次

試験を受験され、合格者数、採用者数ともに７名、１名採用させていただいたところ

でございます。 

次に、２回目の採用試験は、退職者の補充として令和４年４月１日採用予定で１回

目と同じく土木専門職１名、一般事務職若干名を募集いたしました。土木専門職は受

験者数１名、一般事務職は５名でございました。１次試験の合格者は土木、一般事務

職ともにゼロ名であり、急遽３回目の採用試験を行うことといたしました。３回目の

採用試験につきましては、土木専門職については、学校からの推薦による選考も考え

ておりましたが、推薦も届かなく応募はございませんでした。一般職については若干

名の募集を行い、受験者数２６名、１次試験合格者数１１名、２次試験受験者数１０

名、合格者数４名、最終的には３名採用いたしております。２次試験の合格者が４名

と、採用者数が３名となっておりますが、１名については、辞退されたというところ

でございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

ここ近年等、１０名ぐらいの職員を採用されていますよね。その中で町外の方が大

多数じゃないかと思うんですけれども、町内の方は少ないですよね。これはもちろん

募集にかけたけれども、なかったといえばそれで終わりなんですけれども、そこら辺

は何か加味されているんですか。町内の人が受験をしなかったというのは。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

確かにおっしゃるとおり、町内の受験者は少のうございます。それがなぜかといい

ますと、私も分からないところでございますが、この中でちょっと記憶で申し訳ない

んですが、一、二名程度しか町内の方は３回の試験に受験されなかったのかなという

ふうに記憶いたしております。もちろんホームページ、あるいは広報紙等、防災無線

を含めて募集を募っているところですが、何が原因なのか、給料なのか、あとどうい

う問題があるのか分かりませんが、ちょっと町内の方が少ないというのが現状でござ

います。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 
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７ 番（前 田） 

ちょっと時間も迫ってきていますので５番目のさっきも出た給料の７級は適時適正

に運用されているのか。また意欲のある職員を採用するための対策や職員の士気を向

上させるための工夫は考えているのか、お尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

この課長級職員につきましては、６級でございますけれども、確かに条例上は７級

制でございますが、人件費の抑制等を考慮して６級を基本に運用を行っております。

現在は、人事評価においても年１回の能力評価と年２回の業績評価を行い、昇給や勤

勉手当に反映させておりますが、なかなか士気の向上にはつながっていないのが現状

でございます。 

また、先ほど申し上げましたけれども、採用についても苦慮しているところでござ

いますので、課長級の一部についても給料表７級を採用することで新規採用職員の確

保、職員の士気向上にもつながるものと考えておりますので、給料表７級制の運用を

早急に検討してまいりたいと考えております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

ぜひこの７級制を採用していただきたいと思います。 

それで７級になるのは、聞いてみたら退職３か月前だという話だったんですけれど

も、これをせめて１年なり、１年半なりに前倒しはできないのか。たった３か月昇給、

７級になっても、いえば部長ですよね、なったという感覚ですよね。それをもうちょ

っと早くできないものなのか、その辺は町長どうですか。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

そういうことも含めまして検討してまいりたいと思います。魅力ある公務員という

ものはなかなか見えないものが現実でございまして、その点また検討させていただき

たいと思います。 

 

議 長（田之畑） 
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７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

この問題は最後ですね、年齢が課長になって５５歳になったら、昇給しないと給料

が上がらんということだそうですが、これはどういう理由があって、そういうふうに

なっているのかお尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

５５歳になったら昇給停止ということになっておりますが、これにつきましては、

先ほども触れさせていただいたところもございますが、国家公務員に準じて国家公務

員の給料表、あるいは国家公務員の処遇について横並びで実施している関係もござい

ますので、国家公務員同様５５歳は昇給停止という措置を取らせていただいていると

ころでございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

国家公務員と準じるところですね。だったらですよ、さっき言ったように課長にな

ってあと１年か２年したらもう退職だよというときに７級に昇給させたらどうなんで

すか。それはできないんですか。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

確かに７級制導入というところはいろいろあろうかと思いますが、皆様も、これに

つきましては、職の部分について与える級になっております。職の中身をちょっと今

資料を持ってきておりませんが、記憶の中で話をさせていただきますと、特に困難な

業務を行う課長については７級を適用していいよというふうに表記してありますので、

先ほど町長が言いましたとおり、特に困難な課長についてはそのような形で今後検討

していくというふうに町長が申しましたので、私なんかも含めて検討してまいりたい

というふうに思っております。 

以上です。 
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議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

なぜ私がこの質問をしたかというと、役場は町民サービスの場だと思うんですよね。

また意欲のある職員の士気を向上させるためにも、ぜひ給料なり期末手当など、また

それも退職金もそうなんですけど、昇給で東串良の役場は魅力のある職場だと思われ

るような、ぜひ前向きな検討を要請して、次の質問に移らせていただきます。 

２番目に、町県民税の申告について。今年の申告会場は保健センターのみとなって

いた。以前は、各集落を税務課職員が巡回して行っていたが、なぜこのようになった

のか、お尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

２月中旬から３月中旬までに行う住民税及び国民健康保険税の申告につきましては、

お尋ねのとおり、従来会場は各集落の公民館等を職員が巡回する形式で実施してまい

りました。今回の申告会場につきましては、保健センターのみで実施したところでご

ざいます。その理由につきましては、大きく３点ございます。まずその１点目は、新

型コロナの感染拡大防止でございます。申告は申告者と職員が対面により、一定時間

聞き取りが必要なことで、申告者同士が密になる狭い会場が多いことから感染リスク

の軽減を目的としています。 

２点目は、プライバシーの保護でございます。令和３年６月議会の一般質問でも指

摘を受けましたが、狭い会場では、どうしても申告内容が聞こえてしまい、申告に関

する個人情報を他人に聞かれたくないとの声も以前から多くありましたので、その対

策について検討を重ねてまいったところでございます。 

３点目は、申告書類等が未作成の方のためも記帳コーナーを設けることでございま

す。従来申告書類の作成済みの方と未作成の方は区別なく申告受付を行っておりまし

たが、未作成者の書類等の作成にかなり時間を要することも多く、職員がその方に占

有されてしまい、結果ほかの申告者にしわ寄せとなり、会場の混雑を招く事例が多々

あったところでございます。その未作成者のため、記帳コーナーとして必要なスペー

スを確保し、スムーズな申告を行うことが課題でございました。これらの課題を踏ま

え、会場についての検討を行った結果、現状では保健センターがベストの選択である

としたところでございました。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 
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７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

いろいろコロナとかプライバシーとか、いろいろありましたけれども、年寄りにし

てみれば、このコロナもそうなんですけれども、我が集落内であれば行ってみて人間

が多ければ帰って昼飯を食べてから行こうかとかできるわけですよね。保健センター

の場合、年寄りの場合は車のない人はタクシーで来るわけですよ。タクシーで来て、

人数が多かったと、どこで待っているのかと。自分の車なら自分の車の中で待ちます

けど、それができないと、電動車椅子で来たと、どこで待っているのかというような

問題もありますよね。だから以前のとおり、各集落を回っていただいたほうが年配の

方は、ほとんど年配の方が多いと思いますよね、普通の方は企業とか農家とかいうの

はほとんど税理士を頼んでいますから。ですからこれはぜひ考え直していただきたい

と思います。 

それでは２番目に、申告会場は保健センターのみとしたことを事前に検証したと思

うが、どのように評価しているのか尋ねる。これはこれで分かりましたので３番目に

移ります。 

来年の申告会場はどのように考えているのかをお尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

来年の申告につきましては、夜間申告を２回から４回に増やしまして、加えて電話

予約制ではございますが、夜間申告相談も設ける予定でございます。申告会場の設定

につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止と、プライバシーの保護を確実

に履行しつつ、また会場から遠く不便であるとの声や交通手段のない方への配慮を行

いまして、来年の会場につきましては、ここ保健センターに加え、総合センター、福

祉センター、総合体育館、唐仁集落センター、溜水地区構造改善センター、農村環境

改善センターの計７か所を考えております。なお、地区割や日程等につきましては、

年内に決定し、申告対象者の方にお知らせする予定でございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

来年の申告会場は７か所だということですね。一応それでやってみて、よかればそ

れでやっていただきたい。 

最後に高齢者などから帳簿整理が不得意のため、税務課職員の手助けが必要との声
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があるが、実際どこまでサポートできるのか尋ねる。町長、もうこれは見られたと思

いますね、今年。一番大事なのは、令和４年２月以降の申告から本人が事前に作成し

た収支内訳書の提出をもって申告を受付いたしますと。ここまではいいですけど、そ

の裏ですね。これに事前に作成された収支内訳書が提出されない場合、滞在期間の縮

減のため、申告会場には入場できませんというふうにあります。それで一番問題なの

は、本人による作成が困難な場合、消費税申告にも影響しますので、税理士等の税務

代理を御検討くださいと。これが税務課から出ているわけですよね。これについて、

私にも２件ほど相談がありました。本人に聞いてみましたけど、そうしたら申告会場

に行ったら、全くこれに書いてあるとおり、税理士に頼まんやと、５万円も払えば税

理士がしてくれるっで、税理士に頼んみゃいと、現に役場職員がそう言われたそうで

す。本当なのかといって、そこまで行って尋ねてみました。おいは言うたとち、おま

えだあ、税理士からぜんをもろちょらせんかよち。おみゃそこずい言うたとや。した

こんなら、そこで言いましたと。じゃがなと、大体さっき言うたように、役場は町民

サービスの場ですよね。これが到底高齢者にできるはずがありませんよ。これを自分

で作成しとかなければ入場はできませんとはっきり言われたそうです、その方もそう

言われました。そこら辺は町長どう思われますか。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

それ、私もちょっと聞きまして、耳に入りまして、何ということをやったのかと思

いまして、そいじゃ何もならんがねと。やっぱり住民福祉向上を言ってるのに、何で

そういう突っぱねることをやるのかと。あえて記帳コーナーもありましたので、そう

いうことは言わないで、その住民の方々に寄り添って、こうしてつくるんですよとい

う、手ほどきを指導せんかと。そうすることによって農家さんも丼ぶり勘定じゃなく

して、こうすれば、もうけも見えてきますよという、そういう利便性も教えてやれと

いうことで、それは改善させまして、その後はうまくいったんですけど、最初はそう

いう苦情がございまして、その点は直させていただいております。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

最後、来年もこういうことをするんですか。本人が作成してこなければ税務課では

してくれないよと、税理士に頼んみゃいよち、５万円も払えば税理士がしてくれるっ

でと、こういうことを来年もされるのか、されないのか。 
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議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

その点はちゃんと修正させますので、物の言い方だろうと思うんですよ。書いてく

ださいと、さっき言いました、また７か所ですけれども、記帳コーナーをちゃんと設

けさせていただきますので、その点はちゃんと指導じゃなくて、教えてやれという、

こうして月別ずつ分けて、伝票を分けてくださいということでやらせますので、それ

はもう。税務課長にそのことをまた答弁させますから。 

 

議 長（田之畑） 

税務課長。 

 

税務課長（西 田） 

お答えします。 

事業所得が発生する業務を行う方は、全て帳簿を備えつけ、収入金額や必要経費に

関することを記帳し、その帳簿や書類の保存が義務づけられております。しかしなが

ら、従来は申告会場での混雑を避けるため、書類作成の大部分を職員が行った例もご

ざいました。本来業務として申告に関する書類の作成は、税理士以外は行えないこと

となっておりますが、２月１日から３月３１日の申告期間に限り、国税局長からの許

可を受け、税務課職員においても書類の作成や税務相談を行うことは可能となってお

ります。ただし、申告期間は短いこと、税務署による税務調査が行われた場合、税務

課職員の立会いと責任追及ができないことから原則申告者本人が書類作成を行い、不

明な点や誤りがあった場合、職員は事業内容に応じた適切な助言を行うことと税務署

からの指導を受けているところでございます。 

お尋ねの高齢者に対する支援でございますが、高齢者に対する負担軽減と税務署か

らの指導も考慮し、領収書の仕分けやその合計の算出など基本的なことを事前にして

いただくことで、農業計算書や収支内訳書の作成については、できる限り支援を行っ

てまいりたいと考えております。 

また、来年度は夜間申告相談を予定しておりますので、事前に御相談いただければ

その中で十分サポートはできるかと思っているところでございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

今の課長の話では、税務署の調査が入った場合に、役場職員は対応はできないよと、

個人でしなさいよと、それは分かります。でも、こんなことを言っちゃ悪いんですけ
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ど、税務署の調査が入るような大がかりな農家はほとんど税理士にお願いしているわ

けですよ。うちらも、ここに同僚議員がいますけど、そこにちゃんとお願いしており

ます。税務調査が入ったおかげですね。だからそれはめったにないと思いますから、

ぜひこのような公文を出さずに丁寧に教えてやって住民サービスを実施していただき

たいと思います。これを要請して私の一般質問は終わります。 

 

議 長（田之畑） 

ここで暫時休憩します。 

 

休  憩 午後０時０９分 

――――――◇―――――― 

再  開 午後１時００分 

 

副議長（西 園） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議長が一般質問を行いますので、副議長の西園が議事を進行します。 

一般質問を続けます。 

次に、１０番 田之畑稔議員の発言を許します。 

１０番 田之畑議員。 

 

１０番（田之畑） 

それでは、一般質問を行います。 

私は、さきに通告をいたしました二つの質問事項について、町長にお尋ねをいたし

ます。私の質問は、町長の政策的な考えを問うものでありますから、町長が自ら誠意

をもって答弁されるよう申し入れておきます。 

まず、本町の園芸振興会の皆さんが大変心配しておられるピーマン、キュウリの選

果場新築に対する町長の対応についてお尋ねをいたします。 

町長も十分御承知のとおり、先般、鹿児島きもつき農業協同組合から東串良のピー

マン、キュウリの両選果場は、設備の老朽化が進み、選果場についても選果能力不足

や度重なる故障等により、部品確保も困難な状況であることから東串良選果場の新築

工事に助成を求める陳情があり、議会は願意は妥当であるとして、これを採択し、そ

の旨を町長に送っております。しかし、町長は同じ鹿児島肝属農業協同組合から町長

に対して提出された同趣旨内容の陳情に対して、長年にわたり鹿児島ブランドとして

出荷されてきたピーマン、キュウリは、畜産、水稲と並ぶ本町の基幹作物であり、そ

の選果場については重要な基幹的インフラであります。現在の選果場については、今

般、老朽化により部品調達に支障が生じ、選果能力が不足している現状は早期に解決

すべき課題であると認識しており、新築工事の必要性は十分に理解できるところであ

りますと、このように現状認識して新築の必要性には理解を示しております。しかし

ながら、一方で、新築工事にかかる財源を国庫補助事業に加え、本町を含む１市２町
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からの高額な助成金により賄うことを想定されておりますが、本町の助成金について

はあくまで一助であり限度があることから貴組合の御要望にお応えすることは極めて

困難でありますと回答して、その助成金の上限を２，０００万円と示しております。 

また町長は、選果場は、ＪＡきもつきの財産であり、貴組合の資金力に基づき実現

可能な範囲で整備することが原則だと考えます。さらにまた、内部留保もなく市町の

助成金及び生産者の手数料値上げがなければ建設できないということでは事業の妥当

性、計画性を問われることになりません。関連団体、経済連等への助成のさらなる要

望、また貴組合の加入など財源確保のための自主努力について、御検討方よろしくお

願いいたしますと、このようにしておるわけであります。 

私は、この町長の選果場新築に対するこの町長の対応については非常に失望を感じ

ております。本町において、選果場がいかに重要な施設であるのか。本町の農業振興、

園芸振興において、また町民の雇用産業としていかに大切なものであるかということ

は言うまでもないことであります。私はこのことについて、本町の将来に大きな禍根

を残さないためにあえて町長にお尋ねをいたします。 

まず、町長、あなたは選果場の現状を早期に解決すべき課題として新築工事の必要

性は十分理解すると言っておられるわけでありますけれども、この課題に対して町長

は、どのような対応をしたのか、町長自らどのようにこの問題に動いたのか。本町に

建設する選果場であることを踏まえて、町の園芸振興会、あるいは農協、その他の団

体と協議をしたのか、まずお尋ねをいたします。 

 

副議長（西 園） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

ピーマン、キュウリの選果場新築工事につきましては、本年３月の一般質問でもお

答えしましたとおり、平成２８年頃から当該組合の中で検討が始まり、昨年７月には、

当該組合の園芸部署を事務局としたプロジェクト会議が設置され、これまで町として

も全２回の会議に出席しております。本年５月２６日に開催されました当該組合の通

常総代会資料によりますと、新築に関わる事業費が２７億５，５００万円となってお

り、国庫補助５０％のみを想定した案と、国庫補助５０％と市町村助成２５％を合わ

せた７５％補助を想定した案の二つの参考案が示されたようでございますが、また、

本年３月３０日、当該組合に対し、文書で照会した結果によれば、本町からの補助金

は最大４億３，０００万円程度を想定しているとのことでございました。今回の選果

場新築工事に当たっては、当該組合が事業主体となり、国庫補助事業を活用する計画

があります。町の負担については、制度上の根拠もないことから、町民からの税金を

使って多額の補助を使うには透明性の確保や、説明責任が強く要求されることになり

ます。当該組合以外の生産者とのバランスや農業以外の分野とのバランス、また過去

の社会福祉施設への補助金実績を考慮し、公平性、公共性、収益性の公平形成の観点
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から東串良町農林漁業振興支援補助の規定によりまして、２，０００万円を上限とす

る旨、本年４月７日付で回答をさせていただきました。議員が言われますように、当

該組合の選果場はブランド産地の重要なインフラであることは間違いないと考えてお

りますので、今後の選果出荷体制に支障が生じないよう可能な範囲で支援をしてまい

る所存でございます。 

しかし、今回の新築工事については、当該組合の手続に多くの不備が見られます。

まず町振興会の会員に対して、建替えに伴う選果手数料の増額案が示されているのか。

生産者が今回の計画に関して具体的な内容を把握した上で合意しているのか判断でき

ない状況でございます。 

また、本町を含む関係市町の補助金に関する詳細な協議ができていないことに加え、

必要な額の補助金が見込めない場合、代わりとなる財源を確保できるのか分からない

状況であること、さらにはこのような財源の前提が定まらない状況で、建屋と機械を

含めた施設の開業時期を令和６年１０月に設定していることも柔軟に協議を進める上

での障害になっていると思われます。先月開催されました当該組合の通常総代会にお

きましてもそのような前提が定まらない状況で、土地造成予算の議案が可決されるな

ど、今回の新築工事に対する当該組合の一連の手続には大きな疑問を感じているとこ

ろでございます。今後の協議に当たっては、建屋と機械の同時更新の必要性や財源の

明確化など事業のベースとなる部分を明確にし、持続可能な出荷体制の維持について

現実的な解決策を見出していくことが必要ではないかと考えているところでございま

す。 

以上でございます。 

 

副議長（西 園） 

１０番 田之畑議員。 

 

１０番（田之畑） 

今、町長からるる述べられましたけれども、私が町長に質問したのは、町長自らが

農協との協議をしたかということを聞いているわけですね。そのことについてはして

はいない。ただプロジェクトをつくって、職員が出て会議をしてきたということでし

ょう。あなたが自ら農協に出向いて農協の組合長やら会議をしましたか。 

 

副議長（西 園） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

私が出向いていく、私が事業主体ではございませんので、事業主体である農協組合

長が出てきて説明すべきではないかと思います。 

 

副議長（西 園） 
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１０番 田之畑議員。 

 

１０番（田之畑） 

あのね、町長、この選果場というのは東串良にあって、そして東串良にまた新たな

ものを建て替えようという事業ですよ。この選果場が東串良にあるということはどう

いうことですか。東串良のピーマン農家、生産農家が中心となって、そしてここを一

つの拠点として東串良の園芸のまち、ピーマンのまちとして名声をはせてきているん

ですよ。そのまちのあなたは町長なんだから、このまちがこれを建て替えるというの

であるならば自らが農協に出向いていって、農協がどういう計画を立てているのかと。

どういう規模で建てるのか、その財源対策はどうするのかと。自ら出向いていってや

るぐらいの気概がなければ、何も言うてこないから、農協が何も言うてこんじゃない

かと。そんなもんじゃないですよ。あなたが東串良の町長としてこの選果場がどれだ

け大事なものなのか、その認識があなたの話を聞いてれば、全て何か農協が悪いとか

ね。私は今日、あまり言いたくないことだったんだけど、議会は３月議会において陳

情を採択しましたよ。願意は妥当であると。そのことを町に送りましたよ。あなたは

議会がこれを願意は妥当だとして採択したものをあなたは助成はできないと、多額の

助成はできないといって回答しているんですよ、４月にね。これは１市２町で対応し

ようということでお願いをされているんですよ。まだ肝付町も鹿屋市も４月に選挙が

あって、議会も何も対応ができていないんですよ。その中でも早く４月にあなたが、

これを高額な助成はできませんと、上限は２，０００万円ですと、こういう回答をし

たということはほかのまちにとっても建設する場所の東串良ができないというのであ

れば、我々はどうすればいいですかと。私はあえて言いますけどね、この件ね、鹿屋

市の市長と話をしたんですよ。そうしたら鹿屋の市長が言うには、東串良につくるん

だから、東串良の町長が率先して、先頭に立ってこれをやらなければどうするのかと。

我々は東串良にできる選果場に協力をさせてもらうんだと、生産者の品物を東串良で

選果してもらう、我々はお願いする立場だと。だから我々が動くわけにはいかんじゃ

ないかと、こういう話もありましたよ。あなたに後で言いますけどね。だからね、例

えば２，０００万円という話が出ました。この２、０００万円というのは、これは何

なんですか、何で決まっているんですか。この前の話では、要綱だと言ってましたね。

答弁願います。 

 

副議長（西 園） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

私は何も出さないとは言ってないんです。出しますよ。それは２，０００万円です

けど。今、要綱をおっしゃいましたけれども、これは東串良町農林漁業振興支援補助

金交付要綱の規定によるお金でございます。 
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副議長（西 園） 

１０番 田之畑議員。 

 

１０番（田之畑） 

あのね、町長ね、それを今一つの要綱としてそういうものを決めておられるのも分

かるんだけど、要綱というのは、法的な根拠はないんですよ。規則でもないんですよ。

それはあなた方が執行部の中で行政を進める中で内部的な一つの基準として、こうい

うふうにしましょうということを決めているだけであってね、これは法律ですか。法

律なんですか。もう言ったってしょうがないけどね、法律じゃないんですよ。だから、

これは一つの内部規定なんだから、そのことを盾にして２，０００万円しか出せませ

んよというのは、事の問題が違うじゃないですか。この選果場問題というのは、ある

意味では大げさかもしれませんけれども、このまちの存亡に関わるようなものですよ。

これがもし選果場ができなかったら、町内の園芸農家はどうなるわけですか。東串良

のこれまでピーマンのまちだと言って進めてきた、これはどこに行くわけですか。だ

から何が何でもこれはつくらないかんわけですよ。問題は、それをつくるための方策

をどうするかというのをば町長が考えなくちゃいけないんです、執行部が。そのこと

を何もしないでね、ただ、２，０００万円しか出せませんよと、農協の対応が悪い、

どこの対応が悪いち。対応悪いとかいうそういう次元の問題じゃない。悪いところは

悪いように指摘をして直させんないかんわけですよ。だから、この選果場問題は今東

串良町長の宮原町長が先頭に立って、あなたがかねて言うトップリーダーとしての役

割を果たさなならん問題ですよ。そこを私はあなたに今日言いたいんですよ。私は、

先般、森山代議士にも会いました。森山先生に東串良の選果場問題はこういう状況で

すち言ったら、森山先生は開口一番何と言いやったか、東串良は、ぜんなあっじゃな

ないですかと。開口一番そう言われましたよ。誰もがそう思っている。東串良の今の

財政状況からすればそれぐらいのお金は出せないはずはないと。だけど出す側からす

れば、少しでも一般財源を少なくして対応したいということは当然なんだから、だか

らその一般財源を少なくするための対応をどういうふうにするかということはあなた

方の知恵なんですよ。そこで、森山先生が私のほうで、これまでのいろんな先例地や

ら、いろんな制度をば研究してみますと、こういうふうに言ってもらった。さっき言

ったように鹿屋の市長は、東串良が中心となって進めなくちゃならんじゃないですか

と、こう言ってた。だから例えば今言われるような４億もの高額のお金を一般財源を

出せと言われれば、なかなか町長としても大変だと。それならば、町が負担すべき、

例えば４億円なら４億円の財源について、これを東串良が国のいろんな野菜の指定も

受けている。それから奨励の方法もある。場合によっては特別交付税をこういう事態

だから大隅半島の一つの園芸振興の拠点になるところだから、これに対する対応を県

も考えてくれないかとか、様々な対応を国やら県にもしてみて、その中で自主的に東

串良の一般財源をなるべく少なくしようという、そういうことが何も見えないじゃな

いですか。ただ、農協がすることは勝手だ、農協が悪い、農協が何も言ってこない、

そんな次元の問題じゃないですよ、これは。東串良の園芸の歴史を考えてみてくださ
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い。私も長いこと議員させてもらっていますけどね、本町のピーマンの歴史というか、

歩みというのは、昭和４０年代に、当時の北園京さんがピーマンを奨励されて、その

後、歴代の町長が一生懸命、この園芸の振興を図ってきたんです。そして今日ピーマ

ンのまち東串良として名声をはせるようになりました。そして、ピーマンは昭和５１

年に国の野菜指定産地に指定されました。平成元年に生産者の集出荷向上のために選

果場が新設されたんですね。それから三十三、四年たっているわけですよ。だから老

朽化してきています。そして平成４年に鹿児島ブランド産地に指定され、平成１６年

にはかごしまの農林水産物認証制度の第１号の認定を受けると。輝かしいこの東串良

ピーマンの実績をつくってきているわけですよ。キュウリも一緒ですよ。キュウリに

しても昭和４１年に国の野菜指定産地に指定されました。それで平成７年にはキュウ

リの共同選果場も新設された。１７年にはエコ農産物の認証を取得した。要するに平

成２０年には東串良のキュウリが鹿児島ブランド産地に指定されたと。こういう東串

良のキュウリ、ピーマン、これが東串良の売りであって、この前ののど自慢でも全国

にピーマンのまち東串良と発信しているわけですよ。私どもは、議会でこの市場の調

査を行いましたよね。町長も何回も行っておられると思う。メインは関西ですけど、

あれは名古屋とか関東にも相当な東串良のピーマン、キュウリが出ていると。その中

で市場でいつも言われることは、東串良のピーマンは品物が非常にいいと。だけど、

もうちょっと量があればというのが一番の要請よね。そういう意味で、この選果場を

何としてもこれをつくり上げると。宮原町長の手で東串良の選果場ができたという実

績をあなたは町長としてこれをやるべきなんですよ。財源の問題は財源の問題として、

森山先生やら、あるいは地元の県会議員やら、場合によってはあなた自身が知事のと

ころにも相談に行って、東串良にあれだけの選果場をつくる、これだけのやる事業で

あるから、特別なものとして何らかの財源的な対応をしてくれないかと。できないは

ずはないと思いますよ。だからそういうことをやってくれと、町民のために、東串良

のために、それをやるのがあなたの仕事だと、私はこう思っているんですが、あなた

の考えを聞かせていただきたい。 

 

副議長（西 園） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

私もここにいらっしゃる理事さんとかいらっしゃいますが、こういう方々とともに

販促の活動はさせていただいております。それと振興会員の方々の市場をまた販促で

回らせていただいております。私自身は、行政という、税金を扱っている中ですので、

どうしてもそういう枠からなかなかはみ出せない面もあるんですよ。ですから、私は、

前、どっ菜市場をつくる前に選果場を先に見られたんですよ。そうしたらその当時、

組合長が約２０億円はかかっとうなちおっしゃった。そしたら、理事さんのほうから、

いや、町長、選果場をじゃねっせえな、どっ菜市場が先じゃったと言わった。そのと

き私が組合長に言った言葉が、組合長、選果場をつくるならつくるなりの手数料を積
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み上げてくださいと。前聞きましたところ、市場手数料は若干安いそうです、ここの

振興会は。私は酪農組合の理事をしておりまして、今、入荷が安いです。けれども手

数料は１キロ２円５０銭出しております。２円５０銭なんですよ。だから、手数料が

安いからといばるもんじゃない。逆に積み立てていかないかん。３０年もたっている

のに何で積み立てられなかったんですかというのを私は問いたい。 

それとＪＡのほうから総会資料も頂きました。総会資料を見ると県経済連のほうに

外部出資ですけれども、７億２，５００万円積み立ててあります。あれは母体である

経済連が動くべきなんですよ。私が言うのはおかしいんですけれども、経済連で借り

受けをして本当にＪＡに貸し付けるべきなんですよ。ハウスをつくるとき、皆経済連

を通してでないと手続ができないですよ、今。飼料もそうですよ。全部経済連通しで

すよ。経済連は手数料を取ってますから、取ってるから言えるんじゃないかなと思っ

ております。そのこともまた考えていただきたいと思っております。 

 

副議長（西 園） 

１０番 田之畑議員。 

 

１０番（田之畑） 

まあ町長ね、あなたが農協に対する不満、そういうものは当然分かるんだけども、

だからこそ、農協とあなた自身が出席をして、その協議の場で農協に対して改善させ

るべきものを農協に改善していただきたいものを、そういう場をつくってないから、

土俵外で今このことを言ってるわけですよ。だから、早いうちに農協と協議をして計

画の内容、計画そのものをどの程度の規模のものをやって、どういう内容であって、

それに対する財源の措置についてはどうなのか、そういうことはあなた自身が直接農

協と協議をして、そして場合によっては鹿屋の市長やら肝付の町長ともあなた自身が

率先して話を持ちかけて全体の協力をいただくような役割をしなくちゃいけないんで

すよ。だから農協が例えば、手数料の問題についても組合員もこの東串良に選果場を

つくるためには我が身も削らないかんわけですよ。だから手数料も上げなくちゃいけ

ない。手数料を上げてまででもこれを選果場につくってもらわないかんというのが今

の実態ではないですか。東串良のピーマン農家、あるいはキュウリ農家、この世帯数

を考えてごらんなさい。それにまつわる家族、またそこで働く人、東串良の一番のも

とですよ。産業は人が生きていくために生活をする。その人たちが東串良におってく

れなきゃいけないわけですよ。ほかのこととは少し違うんですよ。そりゃ町民は一律

にそれぞれに見なくちゃいけないわけだけど、しかし産業を育成するというのは、こ

のまちの基本じゃないですか。そのために必要な金というのは出せばいいですよ。た

とえ４億円であってもこれを３０年、３５年、４０年で置き換えれば年間１，０００

万円程度になりますよ、考えようによってはね。だからそのことが東串良にとってど

れだけの利益をもたらすのか。どれだけの町民がこれで生活をしていけるのか。ピー

マンが今年間、東串良のもので２０億円ぐらい生産高を上げる、キュウリだって１０

億から上げると。これだけのものが東串良にあるんですよ。鹿児島県がもとよりも全
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国に誇れるピーマンのまち東串良なんだから。そこのトップである宮原町長は、これ

を何が何でもやり遂げると、つくらすんだと。私はこう言いましたよ。私がもし町長

だったら、農協がそんなに当てにならんのなら町でつくるよと。町でやる過疎計画に

乗っけてやれば、半分は国庫補助、半分は地方交付税措置があるよ、７割があるよと、

残りの３割払えと。そうしたらあとは、つくったものは農協さんのほうに委託するか

ら農協も金を出せと。鹿屋市も出してくれ、肝付も出してくれるとすれば、東串良の

出し分は少なくて済むんじゃないかと。だけどそれは事業主体が東串良であればとの

話だよと、こういう話までしましたよ。だから知恵は出せばいろいろあるかもしれな

い。だから今、農協はこれを主体としてやっているんだから、農協が主体としてやっ

ている中で東串良がこれにどのような形で財源の助成をして、その市町が補助する財

源をどういう方法で少なくしていけるのかと、実績でね。そのことにみんなで知恵を

出して取り組もうじゃないかと。議会でもそうですよ。議会もこの前、できるなら、

この問題について特別委員会でもつくって、そして先例地やら、そういうところも調

査をして、どういう方法でこれに対応すれば町の財源の持ち出しが少なくて済むのか

と。そういうことも取り組むべきじゃないかということもあったんだけど、この前は、

ただ陳情書を採択すると、それだけで終わってしまったんですよ。だけど本当ならば、

執行部も議会も一緒になってこの選果場問題に取り組んで一緒になって各方面への働

きかけも行って、そして宮原町長の手でこの選果場をぜひ建設していただきたい。そ

れについての例えば計画をとにかく町長はまず農協とよく話し合ってくださいよ。農

協と話し合って、何といっても東串良につくるんだから。東串良につくってもらわん

と困るわけですよ。だから組合長なりともよく話し合って、そしてあなたが意に沿わ

ないところはちゃんと農協にも伝えて、改善させるべきは改善させて、そしてよりよ

いこの選果場を東串良につくっていただきたい。その決意を町長に再度聞きたいと思

います。 

 

副議長（西 園） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

今、議長おっしゃったように、声をちょっと上げて、鹿屋市長、肝付町長とも語っ

てみてですね、それとＪＡにもちょっと組合長にも足を運んでもらうようにいたしま

すので、このことは組合にぜひ職員も来ておりますので、言っていただきたいと思っ

ております。 

以上です。 

 

副議長（西 園） 

１０番 田之畑議員。 

 

１０番（田之畑） 
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今、町長からそういう前向きな話がありましたので、ぜひともこれをやっていただ

きたい。宮原町長の手でこの選果場をぜひ実現してください。それはあなたの実績で

すよ。 

それと併せてもう１点なんですけれども、このピーマン、キュウリ農家の一本化と

いうことについてお尋ねをしますけれども、非常に複雑な問題もあろうと思いますし、

長年の課題でもあろうかと思うんです。私もいろいろな方々に意見、考え方も聞いて

みたこともあるんですけれども、要するに今のこの共販の方々、個販の方々、個販の

方々も数的にもかなりの方がいらっしゃるわけですね。だからそういう方々が今まで

は、その方々がいろんな組合をつくったりもしておったんですけれども、最近ではそ

れもなくなっているようですけれども。今の共販の方々の生産額、あるいは個販の

方々の生産額、そういうものを合わせれば、これは大変な力になると思うんですよ。

先ほど関西、関東、名古屋、市場等の話もしましたけれども、何せ東串良のピーマン、

キュウリは品物は非常にいいんだが数量が足りない。もっと数があればもっと有利に

これが販売できるんだがという声はこれはみんなが聞いていることです。だから過去

もいろいろなしがらみがあって、私が聞いた話では、これは要するに個人の方々、こ

れはやはり昔からの政治的な感情によるそういうしがらみが続いているところはある

んだよと。だけど、いまやそういう時代じゃないじゃないかと。それは昔のことであ

って、これを一本化を図るについて誰が音頭を取るか。どこがどういうふうにして、

まとめにかかるかということだ。やはりもういまや行政がそういう方向で話を進めて

もらいたいし、首長に総合調整権というものもあるんだから、だから今の共販の方々、

あるいは個販の方々、それぞれの言い分もあろう、それぞれにプラスもあればマイナ

スもあるだろう。それをどのように調整して一本化していくか。また一本化すること

によって町にどのようなメリットがあるのか。農家にとってどのようなメリットがあ

るのか。そういうことがよく考えて、それでなるべくそういう取組をしてもらうよう

に町長に進言をしたいんですが、町長のお考えはいかがでしょうか、お尋ねいたしま

す。 

 

副議長（西 園） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

現在、町内のピーマン生産者においては約９割、キュウリ生産者においては約５割

の方が町園芸振興会加入よる共同選果を行っている状況でございます。町園芸振興会

加入促進による出荷体制の一本化は共同出荷量の増加による有利販売の強化、選果、

箱詰め、輸送作業等の効率化、農業生産の維持発展に寄与する方法の一つであると考

えられます。 

しかしながら一方では、農業経営や経営者の自由意思のもとに行われており、経費

削減を図りつつ市場出荷や地元商店への直販、契約やネット販売など多種多様な出荷
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販売が行えることも農業の魅力の一つでもございますので、行政から強制することは

難しいものと考えております。園芸振興会の一本化については、個販の農業者自体が

園芸振興会への加入を選択するような体制づくりが重要であると考えております。Ｊ

Ａ及び園芸振興会の運営においては、激しく変化する社会情勢に対応し、有利販売を

維持、発展するために農業法人の加入を初めとした創意工夫と柔軟な組織運営を求め

てまいりたいと考えているところでございます。 

現在、新規就農者や相談のあった農業者に対しましては、町園芸振興会への紹介を

させていただき、各農業者自身にとってよりよい選択ができるように支援を行ってお

りますので、またスマート農業になりますが、収穫ロボットや環境整合等の先端技術

の普及推進にも努めているところでございます。今後におきましても本町園芸の持続

的発展のため、園芸振興会、個販生産者の皆様と一体となって農政に取り組んでまい

る所存でございます。 

以上でございます。 

 

副議長（西 園） 

１０番 田之畑議員。 

 

１０番（田之畑） 

この一本化についても町長何も町が強制的にこれをやれと言ってるわけじゃないん

ですよ。それは強制的にできることでもないわけだから。だからなるべくそういう方

向で、指導というか、助言というか、働きかけができるものならば、そういう方向で、

誰かがそういうまとめる方向を示さないと、それは今、町長が言うように、今の振興

会なら振興会が自分でやればいいじゃないかというようなそういうことじゃないと思

うんですね。もちろん振興会もせなならんけど。あなたが例えば町のピーマンなんか

の販売促進のときには、振興会のところで盛んに一生懸命トップセールスでやるわけ

だから、だからなるべくならそういう方向で努力して、それは一長一短できることで

はないかもしれんけど、やはり行く行くはそういう形になることが東串良のためにな

るんではないかと、広い意味でそういう働きかけを一つ考えてやっていくべきではな

いかということを申し上げているわけです。 

ですので、すべからく今の現状は、東串良の農業というものが今後どういうふうに

なっていくのか。町長がどのようなまちづくりをしたいのか。農業というのは、先ほ

どほかの議員からも農業に対するいろんな質問がありましたけれども、大きな転機を

迎えるだろうと思っているんですね。だからそういう例えば３年先、５年先を見越し

た本町の農業の在り方というものを考えたときに、私はこの選果場というものだけは

どうしても外せない問題だと。これがなかったら東串良の園芸は終わりだよと。だか

ら幾分か多額だと言われるけれども、金がかかったにしても、やはりやるべきところ

はやらないかんと。それが政治だよと。だからそういう意味で宮原町長の英断を期待

して私の質問を終わりたいと思います。終わります。 
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副議長（西 園） 

議長の一般質問が終わりましたので、議長と交代いたします。 

暫時休憩します。 

 

休  憩 午後１時３９分 

――――――◇―――――― 

再  開 午後１時４０分 

 

議 長（田之畑） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

２番 児玉勇治議員の発言を許します。 

２番 児玉議員。 

 

２ 番（児 玉） 

通告に従いまして、２点質問をさせていただきます。 

まず１点目は、介護施設の水害対策についてであります。 

介護施設の場合は、消防法や消防施行令により、年２回の消防訓練が義務化され、

各施設は避難、通報、初期消火の訓練を行っていると思います。また、消防署、消防

団、そして役場を含めた夜間の消防訓練を行っている施設もあります。これらのこと

から火災に対する備えは十分だと思うのですが、こちらに対して私も心配していない

のですが、２年ほど前に鹿屋市で発生した線状降水帯による長時間の豪雨により鹿屋

市の新川町などは水浸しになりました。この線状降水帯が本町に長時間停滞した場合、

本町の介護施設の何か所が被害に陥る可能性があるかもしれません。私はこのことを

すごく心配しているのですが、今まで水害に対して施設側と町と合同訓練があったか

を伺います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

本町ではおおむね毎年１１月の第２土曜日に南海トラフ大地震による大規模災害を

想定した津波避難訓練を実施しております。また、４年に一度、肝付町を初めとする

関係機関と連携し、肝属川の洪水災害を想定した総合防災訓練を実施しております。

これらの訓練では介護施設を含めた福祉施設に対して訓練参加の呼びかけなどを行っ

ていますが、施設の都合や施設独自の訓練を行っている場合などもあるため、全ての

福祉施設と訓練を行ったとは言えない状況でございます。 

以上です。 
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議 長（田之畑） 

２番 児玉議員。 

 

２ 番（児 玉） 

ただいま町長からおおむねの訓練は聞いたんですけれども、施設側には水防に対し

ての義務はないのですが、独自に対策を考えている施設もあります。例えば、水没の

危険があった場合、隣接する場所が１メートルぐらい高台になっているところがある

んですよ。そちらのほうに入所者を避難させるという考えです、これはですね。しか

し、施設もある地元分団がこれを知らないことには、どこに出向かえばいいのか分か

りません。もちろん水量を考えてみると、東部消防署からの援助は無理です。このこ

とを考えると、町施設、消防団との合同訓練が重要となってくると思います。もし施

設側から訓練に対して相談があった場合、どのような対処をされるかを伺います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

福祉施設から訓練の要請があれば、必要に応じて本町消防団を初め、東部消防署や

肝付警察署などの関係機関の協力を得ながら関係資機材を含め職員の派遣など対応し

てまいりたいと考えております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉議員。 

 

２ 番（児 玉） 

本町には、６つの施設のうち、堤防決壊で２つの施設、線状降水帯で１つの施設の

水害が心配されます。ほかの３施設も水害がないとは言えませんが、比較的高台にあ

るのでその点は安心しているところです。水害に対してただいま消防団や町、それぞ

れを含めた訓練をと言われたんですけれども、この訓練はぜひ実施していただきたい

と思います。併せてこの介護施設に対しての水害をどのように考えているか、町長に

再度聞きたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 
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お答えします。 

介護施設においては、避難計画の策定や毎年１回以上の避難訓練の実施が義務づけ

られておりますが、災害が深夜帯に発生した場合など限られた職員での利用の安全確

保を行う必要があり、災害対応に対する不安を抱えていると思われます。しかしなが

ら災害発生時、行政が行う公助には限界があり、町の職員や消防団員等の人員を介護

施設に当てることは難しいと思われます。このため、自分たちの命は自分たちで守る

という考えの下、自主防災組織や民間企業も含めた地域住民が協力し合う体制が必要

であり、住民の防災意識の向上を図り、地域防災力の強化に努めてまいりたいと考え

ております。 

先ほども申し上げましたが、訓練要請があった場合は対応してまいりたいと考えて

おります。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉議員。 

 

２ 番（児 玉） 

もうすぐ梅雨に入ります。肝属川や串良川の氾濫がないことを願っているんですが、

ただいま町長も言われたとおり、施設には５０人余りの入居者がいる施設もあります。

これだけの人を避難させることは大変だと思います。しかし、万が一を考えて、最悪

の事態を想定した訓練が１人でも多くの人の命を救うことを念頭に介護施設の水害対

策に携わっていかれたらいいと思いますので、ぜひこのことを、今町長の言われたこ

とを頭に自分たちの命は自分たちで守るというのを念頭にしましてやっていっていた

だきたいと思います。 

続きまして２点目の質問に移らせていただきます。 

次は、森林環境譲与税と森林環境税についてであります。 

森林整備や木材利用の促進、そして気候変動対策の一環として、森林環境譲与税が

平成３１年度から配分されたと思うのですが、その金額は幾らか。また本町は、どれ

くらいの森林を保有しているかを伺います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

初めに、森林環境税の目的でございますが、ただいま議員がおっしゃったとおり、

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源

を令和６年度から１，０００円を住民税に上乗せし、徴収させていただくものでござ

います。国に納められた森林環境税は、私有林・人工林面積、林業就業者数及び人口
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に基づき各市町村に案分され、町に森林環境譲与税として譲与されますが、主に森林

整備及びその促進に関する費用となるところでございます。本町への譲与額でござい

ますが、令和元年度に３６万２，０００円、令和２年度に７７万２，０００円、令和

３年度に７３万６，０００円の譲与を受けております。ちなみに譲与額の試算では令

和４年度、５年度は９９万９，０００円、令和６年度以降は１２２万６，０００円を

見込んでいるところでございます。 

次に、本町の森林面積でございますが、町の総土地面積２，７７８ヘクタールのう

ち、森林面積は３５３ヘクタールで、総土地面積の１３％を占めております。また森

林面積のうち、民有林は１８３ヘクタールで森林面積の５１％以上を占めております。

そのうち、杉、ヒノキを主体とした人工林面積は７０ヘクタールで、人工林率３８％

となっております。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉議員。 

 

２ 番（児 玉） 

ただいま町長のほうから面積等を言われたんですが、この貴重な森林に対して定期

的に枝払いや草払いが行われているかちょっと尋ねます。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

柏原地区の松林の国有林、県有林、町有林については、全体で約１７０ヘクタール

でございますが、防風林という制限もありますので、各関係機関において、できる範

囲内で適正に管理を行っているところでございます。残り約１８３ヘクタールの民有

林については、町内各地に分散しておりますが、管理は所有者の責任となるところで

ございます。しかしながら近年、森林の持つ水源の涵養、土砂の流出、崩落防止及び

生活環境の保全等の公益的機能の重要性がますます高まってきておりますので、町と

いたしましても適切な森林の管理を積極的に推進していくことが重要だと考えている

ところでございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉議員。 

 

２ 番（児 玉） 
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非常に大切な財源なので、適切な管理を希望します。 

この税には多くの自治体が適切な人が見出せなくて、基金の積立てが多いようです

が、本町はどのようになっているのか。そして今後この基金を活用して建築物等への

使用計画があるかを伺います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

本町の森林面積や譲与税額は他市町村と比較すると小規模でございます。本町にお

きましては、毎年業務執行残を基金に積み立てておりますが、これまでの３年間で基

金残高は５１万７，８００円でございます。令和２年度から森林経営管理制度業務に

て、林業の成長産業化と森林の適切な管理のため、町内の対象となる森林の意向調査

を毎年実施しているところでございます。木材を活用した建築物などの計画について

は、現在のところ、予算的余裕もないことから計画もございませんが、今後小学校、

中学校の子供たちを対象に、かごしま材を使った木育など、木材の普及、啓発のため

に効果のある事業を検討していきたいと考えているところでございます。なお、かご

しま材を使って家を建てた場合、要件がございますが、最大で４万９，５００円交付

させていただく森林炭素マイレージ交付金制度も令和２年度から開始しておりますの

で、地球温暖化防止対策に対する認識を深めてもらうとともに環境に優しいかごしま

材の利用促進にも取り組んでいるところでございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉議員。 

 

２ 番（児 玉） 

木材は環境に優しいということで私たち議員も研修で木材を使用した建築物を見学

した経緯があります。このことから建築物に多くの木材が使用となった場合は、執行

部とのしっかりした連携が取れればと思っているところです。 

また、都道府県では、配分された金額の支出に市町村職員の研修やアドバイザー派

遣に充当したところもあるようですが、本町にこのような計画はないか伺います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 
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先ほども申し述べましたが、本町の森林面積や譲与税額は他市町村と比較すると小

規模であります。本町には大きな山林もないことで林業における現状や確保できる譲

与税の面からも専従のアドバイザーを配置する計画はございません。職員の研修や派

遣アドバイザーについては今後専門的知識が必要な事業を行う場合は、譲与税を活用

させていただき、人材の育成、確保に努めてまいる所存でございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉議員。 

 

２ 番（児 玉） 

質問の最後になりますが、令和６年度から森林環境税として、先ほど一番冒頭で町

長が言われたとおり、個人住民税に１人当たり１，０００円が課税されるとあります

が、このことに対して国から仕組みや徴収方法等の説明があったかを伺います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

このことについては税務課長をもって答弁させます。 

 

議 長（田之畑） 

税務課長。 

 

税務課長（西 田） 

お答えいたします。 

お尋ねのとおり、森林環境税は、令和６年度から国内に住所を有する個人に対して

課税される国税でございます。その徴収方法につきましては、平成３１年４月の総務

大臣通知によりまして、市町村において個人住民税均等割と合わせて１人年額１，０

００円が課税されることとなります。市町村は森林環境税の納付があった場合、納入

のあった月の翌月１０日までに県へ払い込みます。県は市町村から森林環境税の払い

込みがあった場合は払い込みのあった月の翌月末までに国に払い込むことになってお

ります。なお、現在東日本大震災を踏まえた防災費用の確保として住民税の均等割が

１，０００円引き上げておりますが、令和５年度に終了する予定ですので、実質的な

住民税の負担は変わらないことを申し添えいたします。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

２番 児玉議員。 
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２ 番（児 玉） 

この森林環境税は、森林面積だけではなく、人口が多く、森林、自然に乏しい都市

部が優遇され、人口が少ない森林保有の多い自治体にとっては不利な配分方式のよう

に思います。広い森林を抱え、制限の必要が強まる地域からはもっと山のある自治体

への配分を増やしてほしいと要求も出ていると聞きます。まだまだいろいろと取り組

むべきことや勉強することが多いと思いますので、共に学んでいけたらと思います。 

以上で、私の一般質問を終わります。 

 

議 長（田之畑） 

しばらく休憩します。 

 

休  憩 午後１時５９分 

――――――◇―――――― 

再  開 午後２時０９分 

 

議 長（田之畑） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

次に、１番 小川香織議員の発言を許します。 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

通告に従いまして、４件の質問をいたします。 

まず初めに、本町におけるユニバーサルデザインの取組について町長にお聞きいた

します。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

本町は、現在、ユニバーサルデザインに伴う関係規程の整備や公共施設のまちづく

りの指針等は策定しておりません。しかし、補修、新設を含む施設整備を実施する際、

高齢者や障がい者等に配慮した施設整備はもちろんのこと、全ての人に使いやすい、

利用しやすい公平性は特に気をつけています。今後も施設新設時や改修時にはその都

度検討を行い、構造上可能な範囲でユニバーサルデザインを取り入れていきたいと思

っております。 

また、既存の公共施設についても必要であれば、バリアフリー化等の対応も考えて
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いきたいと思っております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

私は、これまで質問や委員会を通じて本町における公共施設の在り方について、質

疑、提案をさせていただきました。これは全ての住民が活用しやすい施設の在り方を

協議、検討することは町民の税金を使用し、建設していく上で最優先事項だと考える

からです。また、多様化していく社会での共生を考える上でも重要であると思います。 

国におかれまして、平成６年、高齢者、身体障がい者等が円滑に利用できる特定建

設物の建築の促進に関する法律が施行され、平成１４年には一定の建設物のバリアフ

リー基準への適合が義務化されています。本町におかれましても建設物の建築におい

ては、このバリアフリー基準を十分に満たした建築がなされてきていると思いますが、

この私の認識でお間違いないか、まず町長にお尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

本町の具体的取組については、平成２９年度にコミュニティ広場に設置いたしまし

た遊具については、設計・選定の段階からユニバーサルデザインに配慮したものとな

っております。いろんな体づくりの遊具になっておりまして、今はまだ解説図がある

だろうと思っておりますけれども。令和元年度に整備いたしましたコミュニティ広場、

そしてトイレ新築工事、柏原海岸のトイレ改修工事も子連れや身障者に配慮したもの

でございます。また、以前より上園議員から要望のありました庁舎の１階、２階、総

合体育館、町民運動場についても昨年度、多目的等のトイレにベビーベッドを設置し

たところでございます。これは男性が子守りのとき、おむつ替えを心配されるという

ことで、おむつ替え用のベビーベッドなんですけれども、それを設置させていただき

ました。現在においては公共施設においてはほぼ設置済みでございます。以上が公共

施設に対するデザインでございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

では、その考え方、基準に関しまして、予算によって変更されることがあるのか。

またこれまで予算により変更されたということがあったのか、併せてお尋ねいたしま
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す。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

確かに予算あっての事業でありますので、その辺については御理解いただいて、予

算の許す範囲で、いわゆる町長が先ほど言いました一つの例を取りますと、トイレに

ベビーベッドを設置したということで予算の進行状況を見まして、今年度設置したと

いうこともございまして、基本的には予算あっての事業だというふうに理解していた

だいて、もちろん予算編成をする中では、また皆様方に説明し、このような事業をや

っていきたいということで必要があれば説明もさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

これまでの本会議を含まない質疑においても類似する答弁を頂いておりますが、令

和４年３月に行われた第１回定例会議案第１９号 令和４年度東串良町一般会計予算

における私の質疑において、新しい施設の整備において誰もが不自由なく、快適に利

用できるユニバーサルデザイン化を検討していただけないかという問いに対し、町長

より可能な限り取り入れたいと思っているという答弁と、構造上の問題や予算等によ

りできないものがあることも考えられますという答弁を頂きました。今も同じような

答弁を頂いたと思います。既存する施設においての構造上の問題により全てを取り入

れることが困難であるということの説明については理解できます。しかし、予算等に

よる理由でできないものがあるという答弁には納得できず、附帯決議案に賛成いたし

ました。公共施設は行政と住民はもちろん全ての人が使用する施設であり、税金で建

設される公の施設です。そのため全ての人が利用しやすい建築が検討されるべきであ

りますし、優先されるべき事項であると思います。それらを十分に検討し、協議した

上で予算を検討していくことが行政としても重要であると考えるのですが、その点に

関しまして、再度町長のお考えをお聞かせください。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

お答えします。 
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確かに町長もいつも施設整備を進める中で申し上げております、いわゆる子供目線、

女性目線ということも町長もよく言われておりますし、またそれがまさしくユニバー

サルデザインに考慮した建物づくりでもあります。今回、防災施設を建設するわけで

すが、私どもも業者のほうに設計の段階からもユニバーサルデザインを取り入れた環

境に優しいというか、住民に使いやすい施設にしてくださいということでお願いもし

てありますので、私ども、あるいは設計業者、できる限りの範囲で取り入れていると

ころでもございます。さっきから話が出ますとおり、予算の中で話がありました駐車

場整備もございます。あとは躯体的な、あるいは構造上の問題もございますので、い

ろんな角度から検討して必要があれば、そのような形で使いやすい施設、利用しやす

い施設づくりに努めてまいりたいというふうに思っております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

今頂いた答弁で考えますと予算で利用しやすい、利用しにくいというような構造を

検討されるというわけではなくて、利用しやすい住民目線、活用しやすいという、そ

ういった安全面、構造面において予算を検討されるという意味合いで認識してよろし

いでしょうか。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

そうですね、先ほどから言いますように予算を組む段階でそのような形でしており

ますが、ただ、その施設が本当に必要なのか、必要ないのかというところもありまし

て、また施工する中でこれがあったほうがいいよね、こうしたほうがいいよねという

ことがあったときは、予算額が決まっていますので、その中で調整がきくようであれ

ばそうやっていきたいと思いますし、また予算が大きくなる部分については、また追

加補正予算というような形で予算をお願いし、そのように優しいのが必要であれば予

算を計上し、設置していきたいというふうに考えているところでございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

これから新しくつくられる施設は必要であるからつくられていくと思います。平成

１８年に高齢者、障がい者の移動等の円滑化の促進に関する法律が施行され、ハート
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ビル法と交通バリアフリー法の発展的な統合がうたわれております。平成２０年より

バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱が決定され、各自治体におかれまして

もこれまでのバリアフリー化に加え、ユニバーサルデザインを取り入れたまちづくり

が行われております。高齢者、障がい者のみでなく、妊婦、乳幼児、訪日外国人を含

む全ての人が安全に安心して円滑かつ快適に利用できる施設やまちづくりに取り組ま

れていると考えます。本町におかれましてもこれまで進められていたバリアフリーの

考えと併せたユニバーサルデザインを取り入れたまちづくりの検討を行っていただき、

施設ごと、構造上、予算ごとで変わることがないよう一定の基準を設ける関連した条

例の制定の検討を行っていただきたく思いますが、町長のお考えをお聞きいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

先ほどもお答えしましたが、本町は現在、ユニバーサルデザインに伴う関係規程の

整備や公共施設、まちづくり指針等の策定は行っておりませんけれども、確かに全国

の地方公共団体では、まちづくりのトータルデザインの一環といたしまして、ユニバ

ーサルデザインを活用することを目的に条例等の整備を行っている団体もございます。

しかし、本町といたしましては公共施設の改修工事や新設工事では、その施設の利用

方法、利用者等を個別に検討し、その施設が最善のデザインになるよう配慮させてい

ただければと考えております。 

また、ユニバーサルデザインに取り組む個人、事業所への補助金を交付している団

体もございます。本町は、ホテルや大型商業施設といったユニバーサルデザインを配

慮した施設はないものと認識しております。今後、企業誘致といった動きがありまし

たらもちろんユニバーサルデザイン等配慮した設計をしていただくとともに、町から

の補助金等を交付すべきか検討する必要があります。その場合に、補助金を交付する

こととなれば、補助金交付に伴う例規整備を行うこととなると思います。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

今現在、新設について考えていらっしゃらないということで最善のデザインに配慮

した内容を公共施設ないしこれからつくられる構築物に組み込んでいこうという考え

だと思うんですけれども、なぜ条例の制定をお願いしたかというと、先ほどお話しさ

せていただいたように、構造、予算、そして状況に応じてバリアフリー・ユニバーサ

ルデザインの考え方が変わってしまい、それの影響を受けるのが町民であるというこ
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とに危惧いたしているから条例を制定して一定の基準を設けていただきたいとお願い

しております。町長は条例を設けない、また一定の基準を設けないで統一した最善に

デザインされた建築物の構築が可能かどうか、どう考えていらっしゃるのか、お答え

ください。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

条例の整備という話でございますが、先ほど町長が言ったみたいに、条例の整備が

必要か否かという部分につきましても今後検討していく必要があるかもしれませんが、

ただ、構造物をつくる以上は、基本的には設計業者さんがいらっしゃいますので、設

計業者のほうと連携しながらユニバーサルデザインを導入していただくという方向で

考えているところもございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

ユニバーサルデザインの考え方で公共施設等を整備していくためには、幾つかのプ

ロセスが必要となります。そのプロセスに住民や利用者、施設設置者、建設者等が共

通した理念を持つことが大事だと言われております。官民一体となり、全ての人と誇

りある我がまちの魅力が十分に発揮され、持続的発展が可能な共生社会を支える公共

施設づくりを目指してほしいと思っておりますが、設計関係者のみでは、これは難し

いと考えます。今後もし条例の検討、また住みやすいまちづくりを検討する上で必要

なプロセスに多様な視点と意見を取り入れて検討していただけるよう希望いたします

が、本町においてそういった協議会、また検討できるような会を設けることはお考え

でしょうか、お尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

先ほどからお話しいたしますとおり、条例については今のところ考えていないとい

うことでございます。ただ、協議会につきましても、どれが必要なのか、必要でない

のか。ただ、ユニバーサルデザインについてはもちろん入れていくのが通例の今の流

れでございますので、あえてつくる必要はないものと理解しております。 
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議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

今御答弁いただいたように通例とおっしゃいますが、一体何をもって通例として、

それを誰が評価するのか、そのことについてお答えいただければと思います。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

先ほどから言いますように優秀な設計事業者がいますので、設計事業者にお願いし、

それを取り組むように言っておりますので、そういう部分でいろんなところの施設整

備にもその設計業者が携わっていらっしゃいますので、そのノウハウを生かしていた

だいて、今最善の方法のユニバーサルデザインを入れていただくということで御理解

いただきたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

優秀な設計事業者とおっしゃいましたが、使用するのはどなたでしょうか。設計を

される方だけがされるのでしょうか。経験と知識があるとは思いますが、一番は利用

される方を優先に考えて話を進めるべきではないでしょうか。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

優秀な設計屋さんというよりも資格を持った、いわゆる一級建築士、あるいは二級

建築士という、そういう専門的な資格を持った方が設計をしていただいて、なおかつ

先ほどから言いますとおり、私どももユニバーサルデザインを取り入れた設計を行っ

てくださいということでお願いしていっておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 
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今御答弁いただいたように、もしおっしゃっていらっしゃるように優秀な設計士の

方がユニバーサルデザインを検討してつくられた建築物に対して、やはりここが足り

なかった、あそこが使いにくかったというような事例が出た場合はどなたが責任であ

ったり、予算であったり、そういったものを取られるのか、ちょっと謎なんですけれ

ども、そういったところも含めて建設される方にお願いをするのでしょうか。そうい

ったことが起きないように条例で一定の基準を設けられたほうがよいのではないかと

質問をさせていただいたんですけれども、お答えいただけたらと思います。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

今おっしゃった条例で制定したから誰が責任を取れるのかと、逆にそのようなこと

も疑問を持つところでもございますが、ただ、要するに設計をしていただいて、それ

をつくっていただいて、完璧な建物ができればいいんでしょうけれども、なかなか経

年劣化も含めていろんな形で風害、台風等の災害も出てくるでしょうし、その辺につ

いては適時対応するしかないのかなというふうに思っております。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

私の質問が悪かったのかもしれません。条例にこだわっているわけではなくて、一

定の基準が必要ではないかという意味合いをもってこの質問をさせていただきました。

一定の基準があることで評価、そしてまた再検討ができると思います。そのことにつ

いて今後新しい施設、また必要な場合、検討して考えていただけたらなと思います。

このことについて、町長にお答えいただけたらと思います。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

先ほどうちの総務課長がくどくど説明しましたのでそのとおりでございます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 
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では、今頂いた執行部の答弁が全て町長の意見だということで認識させていただき、

次の質問に入ります。 

防災計画について、質問いたします。 

本町における防災計画の自助、共助、公助の部分での課題は何か尋ねます。また、

その課題に対する町の取組や計画について町長にお聞きします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

災害発生時には、行政が行う公助には限界がございます。自らの命は自らが守ると

いう自助と、それと同じように自分の地域は自分で守るという共助が重要で、これら

の課題といたしましては、町民一人一人の防災意識があると考えます。日頃から自分

が住んでいる周辺の危険箇所の把握や災害に応じた避難経路の確保に家族内での災害

発生時の待ち合わせ場所の確認など一人一人の防災意識を高め、平常時から災害に対

して備えることが重要であると思います。併せて可能な範囲で地域住民が協力し合え

る組織体制の構築も必要であり、自主防災組織の育成強化も重要であると思われます

ので、今後も防災訓練や防災教育等を実施し、より一層防災意識の向上を図ってまい

りたいと考えております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

御答弁いただいた本町における東串良町防災計画に従って様々な防災に対する取組

がなされていると思います。これまでも同様の質問をし、説明を受けておりました。

現在、実施されている事業への評価、また行えている事業の効率化、整備、さらなる

充実の検討を進めていただくことも今後必要だと思いますが、今、御答弁いただいた

課題以外のものは特に問題はないでしょうか、町長にお尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

今、現在、課題といたしましては、自主防災組織は今現在８５％でございまして、

この８５％以上に自主防災組織の強化を図ってまいって、この図上訓練というか、そ

れぞれが自主防災組織で８０歳の方は黄色とか、９０歳は赤とか、図上訓練というの
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も大事だろうと思っておりまして、そこをまた課題として、私自身が考えておるのは

そうでございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

今町長により自主防災組織についての課題があるとおっしゃっておりましたが、本

町における災害の想定について各地区の被害、そして救助、救援をどのように把握さ

れているか、考えていらっしゃるか、お答えできたらお答えをお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

各地区の災害被害状況ということでございますが、その災害によりましても全然違

ってきますので、一概には言えないところでもございますが、先ほど１１月ですかね、

防災訓練も適時行われていますので、その訓練で理解していただければなというふう

に思っております。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

今御答弁いただいたように災害により一概には言えないとおっしゃっておりました。

つまり避難訓練、防災訓練も一つの訓練で十分だとは一概には言えないということだ

と認識しております。そうなれば、１年に多くの災害を想定した防災訓練、また図面

上の訓練等々を考える必要があると思いますが、その点についてはどのように考えて

いらっしゃるか、御答弁願います。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

確かにそれは重要な部分でございますが、先ほど町長から話がありましたとおり、

日頃から自分が住んでいる周辺の危険箇所の把握や災害に応じた避難経路の確認、家

庭内で災害が発生したときの待ち合わせ場所など一人一人が防災意識を高めていただ

きたいと。そうすることによっていいのかなというふうに思います。私どももいろん

な広報紙等を使って広報もさせてもらっておりますので、ホームページ、広報紙等、
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その部分で毎年行っておりますのでそのような形で対応していっているということで

御理解いただきたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

さきにも述べられたように、公助には限界があり、自助、共助においても強化して

いただきたいとおっしゃっておりましたが、公助に限界があるということは自助、共

助にも限界があると思います。つまり自助、共助、公助が連携し、つながって防災意

識を高める、防災活動につながる事業計画を行わないといけないと思っております。

ハード面については、災害ごとに町全体で訓練を行い、また整備を行っていると思い

ます。しかし、ソフト面については強化していかないといけない部分が多々あると思

います。防災に関しては、専門家、または外部の知見を取り入れる。また町内におけ

るリーダーの育成など多くの課題、そしてこれから検討すべき内容があると思います

が、町長は、その点についてはどうお考えでしょうか、お答えください。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

今言いましたけれども、常に自主防災組織のリーダーというか、そういう方々をと

にかく御活用していただきまして、その方々を中心に動いていく。でも必ず自分自身

が家の中にいるという想定だけではなくて、自分が常に町外にもいるかもしれないと

いうことで、私自身もそうですけれども、子供たちにも言ってるのが落ち合う場所は、

福祉センターだよということで、言葉一つですけれども、やがて会うところは福祉セ

ンターにということだけ言っております。おまえたちがこうして家に来ることはない

からということで、それぞれが家族一丸となって、そういう言葉も、合い言葉ですけ

れども福祉センターですねということで、うちのばあちゃんもそうですけれども、そ

ういう言葉というんですか、そういうのを常に皆さん、家族を守っていくような方法

を取れたらいいなと思っておりまして。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

ありがとうございます。ソフト面の強化をお願いしたのが、やはり災害が起こった

ときに、こうなればいいな、あれをしないといけないなというような対応が遅れた場
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合、一番被害を受けたり、困ったりするのは現場です。つまり住民であったり、避難

所を運営される、また誘導される職員の大きな負担がかかると考えております。近年、

全国各地で未曾有の自然災害が発生し、広い範囲に甚大な被害が発生しております。

また、多くの人命や財産が奪われました。防災計画は、被害を最小限に食い止め、人

命や財産を守るための重要な取組です。様々な災害を想定し、地域一帯となった防災

への取組とソフト面、ハード面への強化、そして専門職を含めた定期的な計画の見直

しや計画の検討を行い、本町における課題の解決に取り組んでいくべきだと思ってお

ります。 

町長、再度お尋ねいたします。この私の考えについて、町長はどのように思われる

か、お答えください。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

避難所において、職員の活動といえば、職員はそれぞれ配置図というのが決まって

おりますので、それぞれの職員が行くようになっております。総務課長の下でそれを

指示をしておりますので、それは大丈夫だと思っております。 

それとハード面というのは、どのようなものが想定されるか分かりませんけれども、

とにかく自分としては人命尊重ということで一応ソフト面だけは重視しておりますけ

れども、それと担当課のほうでパーテーションも設置させていただいております。そ

れと各小中学校に防災倉庫もできました。その中にも発電機はみんな準備してござい

ますので、そういう形で避難されるときは、それぞれそういう器具、それらは準備し

てございますので、それだけは安心できたのかなと思っております。今のところはそ

ういう状況でございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

今頂きました答弁から一つ提案なんですが、やはり専門家、専門の知識というか、

そういった視点も必要だと思います。私も様々な防災に対する勉強会などに伺ったこ

とがございますが、やはり万全の準備をしていても大丈夫だということはありません

でした。そして先ほど自助、共助をおっしゃっておりましたが、避難所の体制は職員

で十分配置されているとおっしゃっていました。公助です。自助、共助を強化される

のであれば、やはりそういった体制づくりにも町民、住民の参加が必要になってくる

と思うのですが、町長、やはり今後専門職、専門家の知見や知識、そして町全体の住

民参加型の訓練というのは検討できないかお尋ねいたします。 
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議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

訓練そのものは今２年ほどできなかったこともあったんですが、コロナ関係で。そ

ういう専門職というんですか、そういうのをまた、以前池小の避難訓練でやったとき、

マイレージなんかを使った専門職の方々というか、そういう方々を利用させていただ

きましてやっていました。そういう形でそういう訓練のときはそういう方々をまた。

そういうことはないにこしたことはないんですけれども、訓練のほうが重視だろうと

思っておりまして、１回やっておけばそういう対応はすぐ適応できるかなと思ってお

りまして、そういう専門の方々をまた要請したいなと思っております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

今後、専門職、専門の知見を取り入れた防災訓練を実施していただけると期待して

おります。やはり桜島のほうで毎年防災訓練をされていらっしゃるのですが、島民全

体を巻き込んだ防災訓練で毎回気づくことがあり、計画の見直しや改善点を話し合い、

次の訓練に生かしております。その訓練を重ねることで、町民の安全がさらに強化さ

れるとおっしゃっていたことを記憶しております。本町においても、いつ災害が起こ

るか分かりませんので、ぜひいろいろな視点で、そして女性、男性を含めた協議の場

を設けていただき、計画、検討していただければなと思います。 

次に、コロナ禍における教育支援について、質問いたします。 

これまで新型コロナウイルスへの感染から多くの予防対策や基本的対処方針に基づ

く内容が国、県より示されてきました。いまだに感染の収束が見えない中で、子供の

安全と保育に対して、町における教育現場でも多くの葛藤と重責があったと思います。

また、これまで経験したことのない状況に教育機関におかれましても、コロナウイル

ス禍による影響は大きいものであったと理解しております。その大変な状況下におか

れましても徹底した感染防止対策に努めながら子供たちの教育、保育に熱心に御尽力

いただき、また多くの関係者の皆様の御協力も賜り、安心して学校生活を過ごすこと

ができましたことを心より敬意と感謝を申し上げます。 

今回の質問は、日々御尽力いただいている中で、教育に対する不安が生じていない

かどうかを尋ねる質問となります。当初は感染状況により学校の一斉休校が行われ、

学習の進行に対する不安の声も聞かれておりましたが、国の示す方針の変更や状況に

応じた対応により、一斉休校による対応も少なくなり、個別での休学に対する支援に

ついて学習の必要性について検討すべき課題が生じているのではないかという保護者

からの不安の声を耳にします。状況に応じた様々な検討、協議が重ねられてきたと思
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いますが、コロナウイルスに感染した児童や濃厚接触による休学措置に対する児童へ

の教育、学習支援について、本町が抱える課題はどのようなものがあり、また課題に

対してどのような対応がなされているか、検討、計画も含めて説明していただければ

と願います。 

 

議 長（田之畑） 

教育長。 

 

教育長（天 神） 

お答えいたします。 

コロナ感染者や濃厚接触者への対応は、他の市町村とほぼ同様のマニュアルに従っ

て、校長、教育委員会で十分な連携を取りながら自宅待機や学級閉鎖等の判断をして

います。児童生徒の状況にもよりますが、５日前後の自宅待機が多かったと思ってま

す。ただ、長い人では１０日ぐらいになる場合もありました。そういう児童生徒への

学習指導が最大の課題だったと思っています。 

そこで、学習の流れを防ぐために前もって課題を与えたり、長引く場合は途中でプ

リント等を届けたり、あるいはまた電話での確認をしたりとしてきたところです。 

学級閉鎖の場合は、登校してから一斉に指導するチャンスがありますが、個人の場

合は、家庭の協力もお願いしながらできることをやっていただき、分からないところ

は、放課後等を利用した個人指導をするしかありませんでした。よって、担任や教科

担任も指導が大変だったと思います。ただし、教師が感染、または濃厚接触者になっ

た場合は、もっと大変でした。教頭や他の先生が代わって授業をするしかないからで

す。これまではタブレットの持ち帰りができていなかったので、このような形でしか

補充できませんでした。しかし、持ち帰りができるようになれば、家庭で授業を受け

ることも可能になるので補充もしやすくなると思います。今でもリモートによる全体

朝礼をしたり、濃厚接触者の先生が自宅からクラスの子供たちに向けた授業をしたこ

ともありました。先生方も個人差がありますが、こういう形で増えてくると思います

ので学級閉鎖や休業期間中も授業の遅れなどは今までよりは少なくなると思われます。

もちろん授業はリモートよりも対面のほうがよいことは分かっていますので、今後は

状況や内容によって使い分けるとか、併用していくような計画になると思います。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

答弁いただきました内容をもとに質問をさせていただきます。 

高校生、大学生は、リモートによる学習がなされております。本町においても、担

任の教師からの自宅からのリモート、またタブレットの持ち帰りができないというこ
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とで、学生、児童のリモートというのが今一番の課題というか、難しい点だと理解い

たしました。以前、町の報告の中に本町を応援してくださるふるさと納税を通じた寄

附金の使い方に対して、一番多かった希望に、子供たちの未来に関する事業と掲載さ

れていたと記憶します。町職員の皆様の働きかけにより、寄附額も年々大きくなって

おり、教育における必要な設備や支援については、ぜひこのふるさと納税を利用し、

子供たちのよりよい学校、教育現場を担っていただけたらなと思っております。現在、

学習に対しての遅れというものに対しては、プリントや、また個々の対応により、解

決していらっしゃるということなので、これで教育に関する質問を終わりたいと思い

ます。 

次に、最後になりますが、町職員の給与についての質問をいたします。 

令和４年第１回定例会にて東串良町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定が行われ、勤務年数が少ない方に関しての期末手当の支給割合の見直しについ

て、反対の立場を取らせていただきました。また、さきの同僚議員の質問にて給与の

お話が十分に交わされておりましたので、さきの質問も参考に町長にお尋ねしたいと

思いますが、通告していた質問に入ります前に、町長におかれまして、入職したばか

りの職員の初任給の手取り額を御存じであるかどうか、お尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

初任給ですね、高卒が１５万円、合ってますけ。大卒が１８万円でしたけ。総務課

長にちょっと答えさせます。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

給料の金額的なものでございますが、すみません、いろいろパターンがございまし

て、高卒現役卒業者、あるいは大学卒業者ということで、ちょっと数字的には今確認

しますが、大体高卒で十四、五万円、民間経験がない人ですね、民間、あるいはそう

いう職の経験がない人が十四、五万円、大学卒の方が１９万円前後だったというふう

に理解しておりますが、それにつきましては、いずれもストレートで入った方という

ことで御理解いただきたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 
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では、給与から引かれる組合費、親睦会費、各種保険料が引かれた最終的な手取り

金額が幾らくらいになるか把握していらっしゃるでしょうか、お尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

詳細については、総務課長を通じて答弁させます。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

先ほど十四、五万円という話をさせていただきました。それから控除されるのが全

員なんですが社会保険料とか医療の関係とかいう部分もございますが、基本的にはそ

れを引いて大体１０万円ちょっとぐらいじゃないのかなというふうに、データを今持

ってきておりませんので正確な数字は出ませんが、１０万から１１万円ぐらいの間な

のかなというふうに思っております。高卒はですね。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

私も以前公務員として勤めさせていただき、入職年数の少ない職員の給与が低いと

いうこと、また１年目の夏のボーナスにつきましては、３か月しか勤めていないため、

額も少なく冬と２年目以降は満額支給となりますが、基本給をベースにして支払われ

ておりますので、満額であったとしても多くはないということを知っております。年

数が少ない職員は、年収的に平均年収２５０万円からと言われております。職員にも

よりますが、高卒、大卒では給料が違いますが、奨学金を借りている場合、奨学金の

返済、車の支払いなどでさらに負担の割合は、勤務年数が低ければ低いほど大きいも

のだと考えられております。 

また、税金に関しても転職された方でない場合は１年目は税金がつかないことが多

いかもしれませんが、２年目には給与に対して４分の３、３年目には１００％かかっ

てくると推測され、１年目の手取りを超えるには５年ぐらいかかると言われておりま

す。 

職員の年齢、人数、年数と構成されている組織内容で異なると思いますが、さきの

議員の質問にもありましたように、ラスパイレス指数について本町が類似団体から比

べると低いと言われておりましたが、職員定数に対しては９５名の定数の中、８５名

と言われており、新規採用の職員に対する期待は大きく、役割、責任も大きくなると
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考えます。また、新入職員に関しても年数が少なければ不安も大きく学ばないといけ

ないことも大きく、しかし、それに伴う金額的な、金銭的な面に関しては、現実問題

とても大変な問題だと思っております。意欲のある職員を採用し、職員の士気を向上

させるためには、町独自の応援サポートが必要だと考えております。 

そこで町長に質問いたします。新入職員と勤続年数が短い職員に対する給与や人材

育成の研修など職場としての職員支援体制について、どのようにお考えか。また今の

新入職、入職して二、三年目の給与に対して必要な支援というものに対して何か計画

がございましたらお答えください。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

お答えさせていただきますが、先ほどの部分の訂正をお願いしたいところなんです

が、高卒で１５万６００円でした。大卒で１７万１，７００円ということで、私さっ

き１９万円と言いましたけれども、そういう形で訂正方よろしくお願いいたします。 

今、話が出ましたとおり、給料表につきましては、国に準じて定めているところで

ございます。もちろん初任級、各昇給の基準に関する規則によって給料初任基準表の

職級と規則で定める経験年数加算に基づき、経験年数を換算した上で給料額を決定し

ております。基本的な部分でございまして、いわゆる経験があれば、先ほど言った金

額よりも上がっていきますよということで御理解いただきたいと思います。 

そこで、給料につきましては、給料条例及び初任級昇格昇給等の基準に関する規則

に基づき、毎年１月１日に同日で１年間におけるその者の勤務成績に応じて昇給を行

っておりますというところでございます。その他の部分でございますが、給与条例で

定めておりますその他の部分は固定的な手当があるわけでございます。それにつきま

しては、もちろん扶養手当、通勤手当、住居手当の支給を行っているところでござい

ます。これにつきましても国に準じておりますので、御理解いただきたいというふう

に思います。 

研修につきましては、以前も答弁させていただいたかと思いますが、鹿児島県市町

村振興協会自治研修センターが開催する職員別研修、いわゆる初任者研修、あるいは

中級研修、係長研修、補佐研修、課長研修というところで全職員を、該当者につきま

しては研修に行っていただいております。それと県の町村会が開催する法制執務研修

ということで、これにつきましては、大崎町と合同で実施いたしております。それと

もちろん県の町村会が主催するパソコン研修ということで年に数名の方々を研修を受

講させていただいているところでございます。 

昨年度からは自治研修センターが開催する特別研修というものもあるわけでござい

ますが、全職員に参加を募り、５講座に延べ７名の自主的研修に参加させたというと

ころでございます。 

また、今年度から自治大学校が提供するｅ－ラーニングシステムを活用した研修に
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も今募集を行おうかなというところで検討いたしているところでございます。 

また、町が行っていることではありませんけれども、うちの職員組合におきまして

も、書籍購入、いわゆる行政に対する書籍購入に対する助成を行っていると聞いてい

るところでございますので、職員自らが自己研さんを行っているところでございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

御答弁ありがとうございます。まず初めに経験年数によって昇給がされ、給与が上

がっていくとお話しいただきました。質問の中に入れておいたと思うんですけれども、

入職の年数が浅いほど支給される手当、手取りのほうが低くなっております。そのた

め、生活に対しても圧迫されていると思いますが、その限られた少ない給与の中から

学び、そして自己研さんに使うお金というのは本当に微々たるものだと思っておりま

す。国に定められている給与ということでしたが、定められているのであれば、それ

に従って実行されてもよろしいと思いますが、本町において、職員の士気を向上させ

る意欲のある職員を育てる。職員を育てるということは今いらっしゃる職員、職務の

分担を図り、負担軽減にもつながると考えております。つまり新人職員を士気や経験

知識を向上させることで、今いらっしゃる職員の負担も減ると考えております。その

ため、給与に対して上げることができないのであれば、町独自の応援、サポートとし

て入職３年目までの職員に対し、何かしらの支援を検討していただけることができな

いか、再度町長のほうに答弁を願います。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

議員おっしゃることはよく分かります。私どもも経験させていただいたところでご

ざいますが、本当はいろんな形で車の部分、あるいはいろんな生活費が要るというの

は十二分に理解できますが、いかんせん、国の基準に基づいて今までもやっておりま

すし、また隣接町、ほかのまちもこれらの形でほぼ実施しておりますので、あえて町

だけの独自の支援となりますとちょっと厳しい部分がございますので、今はちょっと

難しい部分があるのかなというふうに考えております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 
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国の基準に基づいて行われているということだったんですが、その基準に基づいて

行われる給与の制定に対しては何もそのままでよろしいと思います。しかし自治体に

おいては新入職３年未満の方に対して応援を単独でされているところもあると聞きま

す。応援をすることで与えられた学びではなく、自発的に、そして積極的に学びを獲

得するという士気を向上させる効果があると聞いたことがあります。 

予算についても新入職の採用が人数的にも少ないことを先ほどの答弁でお聞きいた

しましたので、人件費にかかる予算というものは大きくないと思いますし、また入職

３年という形で期間を限っていれば、予算もそこまでかからないと思います。そのた

め、ぜひ町長において職員を育てる。そして新しく意欲のある職員を育てるという目

的で新入職、また、職務経験が少ない、年数の少ない職員に対して応援サポートを町

独自で検討していただけませんでしょうか。再度町長にお尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

職員に対する支援と、新入職員に対する３年未満に対する支援はできないかという

ことで再度確認を行われたところでございますが、それにつきましては、先ほどから

申し上げますとおり、制度上、いい制度があれば私なんかもできるように思いますが、

そういう制度自体の構築というか、そういう制度はちょっと厳しいというふうに思っ

ておりますので、そういう参考的な部分が、いいところがあったらまた参考にはさせ

ていただきたいと思いますが、ちょっとその辺は勉強させていただきたいというふう

に思います。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

ありがとうございます。 

最後に、町長のお考えをお聞きしたいと思いますので、町長の考えを最後の答弁と

してお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

今、プロでありますうちの総務課長が答えましたけれども、そういうような制度が

あればいいと思うんですけれども、なかなかそういう制度がございませんので、もし

制度があれば、そういうのをまた使わせていただければありがたいなと思っておりま
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すので、以上です。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

ありがとうございます。制度ももちろんですが、やはり予算を検討される中で、予

算がそこまで大きくなければ町長のお考えでできることだとも思いますので、ぜひ今

後新しい職員を育てるためにも御検討いただければと思います。 

これで私の質問を終わります。 

 

議 長（田之畑） 

それでは、次に、８番 上園ミキ議員の発言を許します。 

８番 上園議員。 

 

８ 番（上 園） 

それでは、最後の質問者となりました。町長におかれましては、大変お疲れのこと

と思いますが、納得のいく答弁を頂ければ早々に終わりたいと思います。通告に従い

まして、順次質問をいたします。 

１番目の９０周年記念行事について、どのような式典を考えていらっしゃるか、お

尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

今年ちょうど９０周年記念に当たりまして、どのような式典を考えているかという

ことですが、記念式典と記念事業に分けて説明をさせていただきます。 

まず初めに、記念式典でございますが、１１月２０日、町総合体育館での開催を予

定しております。午前中に町振興会表彰式典を、午後から祝賀会を開催したいと思っ

ております。幼児から高齢者の方々まで楽しめる内容にできたらと考えております。

具体的には、町の意向やプロダクションからの企画提案書を踏まえまして、今後具体

的な内容を詰めてまいります。その他、体育館敷地内において、豚汁等の無償提供や

特産品販売コーナー、その他、様々な催し物を企画してまいりたいと思っております。 

記念事業につきましては、既に終了いたしました事業といたしまして、先月既に開

催されましたＮＨＫのど自慢、今月上旬に実施されました大阪府から大学生を招いて

のピーマン狩り招待事業の２事業でございます。 

今後におきましては、専門の講師を招いての土づくり講演会、唐仁古墳群を初めと
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した近年の大隅半島における古墳群調査の成果と発表会、関西東くしら会と関東東く

しら会の年度内開催、町制の９０年の歩みをまとめた記念誌発行事業、町内産を原料

とした焼酎ひっくらの郷の全世帯配布事業など、これらの事業を予定しているところ

でございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

８番 上園議員。 

 

８ 番（上 園） 

ただいまお話を伺ったわけなんですが、その中で式典の中で表彰という言葉もあり

ましたけれども、どういう形での表彰になるのか、ちょっとお尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

９０周年事業、記念式典の表彰ということでございますが、これにつきましては、

隔年ごとに実施している町の振興会の表彰ということになろうかと思います。それに

つきましては、町のいろんな各分野、教育も含め、産業も含め、功績のあった方々に

対しての感謝状等々の授与という形になろうかと思いますし、それと並行いたしまし

て伝達表彰の表彰も行っておりますので、そのような表彰が主な内容じゃないかなと

いうふうに思っております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

８番 上園議員。 

 

８ 番（上 園） 

内容的にはよく分かりましたが、町制９０周年、誠にめでたいことであります。私

が思うことを一つここで述べさせていただきたいと思うんですが、今現在、９０年と

いうことでありますれば、９０歳以上の現役で頑張っていらっしゃる高齢者、いわば

牛飼いなら牛を飼って頑張っていらっしゃる高齢者の方もうちの集落にもいらっしゃ

いますけれども、そういう人たちにも光を当ててほしいなと。いわば町が表彰する人

たちというのはかねてから光が当たっている人たちが主だというふうに思います。こ

つこつと頑張っていらっしゃる人たちにも目を向けてほしい。そういうふうに私は思

うんですが、町長、いかがでしょうか。 

 

議 長（田之畑） 
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町長。 

 

町 長（宮 原） 

議員がいいことおっしゃいますので、９０周年記念だから９０歳以上をと。これを

またあらゆる分野の方々も表彰しますけれども、それはまた改めて検討させていただ

ければありがたいなと思っております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

８番 上園議員。 

 

８ 番（上 園） 

ぜひ検討していただいて、そういう人たちにもやっぱり喜ぶ機会、そういう機会を

与えてほしいなというふうに思います。 

それでは、２番目にダイオキシンのことについて質問を通告しておりました。 

昨今、異常気象により災害リスクが高まってきている中で、埋設されている町の議

員さんから埋設されていないところからも声を上げてほしいという、強い要望が出さ

れまして、今回、資料もたくさん送っていただきました。その中で自分なりに質問を

させていただこうかなと思って通告いたしておりました。読み上げて質問をいたしま

す。 

林野庁は埋設されたダイオキシン材は、１９７０年代に５４か所中８か所が民有地

のため、撤去済みとなっており、残り４６か所は５０年たった今もそのままにされて

いる。県内では、５市町に６トンの埋設があるとテレビや新聞等で報道されておりま

した。隣町の肝付町には、３０キロ埋設されている。現在、県内５市町はいずれも国

の調査対象外となっているため、災害や風評が心配される。今年林野庁長官は、近隣

町からも声を上げてほしい。そのことが大事であると発言をされました。関係町と連

携を取り、肝属全体の問題として１日も早く撤去してもらうよう働きかけしていくこ

とが大事だと思いますが、町長の考えをお伺いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

お答えします。 

ただいま議員からの御質問でございますが、国有林に使われた除草剤に猛毒のダイ

オキシンが含まれていることが分かり、昭和４６年に林野庁が使用を中止し、全国４

６か所の国有林などにコンクリートと土に混ぜるなどして埋められていると報じられ

ております。そのうち、鹿児島県内の５市町のうち、隣接町である肝付町には３０キ

ロの埋設があるようでございます。林野庁はダイオキシンはコンクリートの塊で埋設
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されているため、掘り出すには砕く必要がある。中身が飛散するおそれがあるとして

撤去を見送っております。そのため、年２回各地で目視による点検を行い、安全な状

態を確認しているとのことです。昨年度からは、埋設状況や撤去方法など、技術的な

検討を探る調査を佐賀県、熊本県、高知県、岐阜県の４か所で進めているとの報道が

ありました。そのような中にあって、鹿児島県内の５市町の首長らは４月２６日、林

野庁に環境調査や撤去を求める要望書を提出したと報じられております。このことに

ついて、肝付町から本町に対して協力の要請等はございませんが、今後広域組合等で

話題になり、肝属管内各市町と一緒に撤去の要請を行うとなれば、協力したいと考え

ております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

８番 上園議員。 

 

８ 番（上 園） 

今、町長が答弁されたとおりでございます。この除草剤２・４・５・Ｔ系除草剤は、

１９６８年から各地の営林署で散布するようになりましたが、１９６９年頃からベト

ナムで被害が確認され、１９７１年４月、使用が中止され、そして農薬登録も抹消さ

れたということであります。２・４・５・Ｔ系除草剤の正式名称はトリクロロフェノ

キシ酢酸、枯葉剤の原料となるもので、これはベトナム戦争で使用され、この枯葉剤

が原因で子供の先天性障害児やがんなど、今も大勢の人が被害に苦しんでいるという

報告がされております。奇形児の出生率も増加し、ベトちゃん、ドクちゃんのシャム

双生児、体は一つなのに頭が二つ、衝撃的な映像は今でも記憶に残っています。最初、

林野庁は森林の笹撲滅のために２・４・５・Ｔ系をまいた。しかし、危険であること

が分かり、残り分を国有林に埋設したということであります。県内５市町、６か所は

南九州４４５キロ、伊佐市２か所、７２０キロ、湧水町１，２００キロ、肝付町３０

キロ、屋久島町３，８２５キロです。先般、国会議員の森山先生を伴って、関係市町

の首長さん方が林野庁に撤去のお願いに行かれたことが報道されていました。町長も

答弁の中でそうおっしゃっていましたが。林野庁は４６か所のうち、モデル的に岐阜

県、高知、佐賀、熊本、４県を選定し、撤去を含む技術的治験を得るための調査をし

ていきたいと言ったそうです。鹿児島県は１か所も入っていない。今年の５月３０日

の南日本の新聞に茨城県で戦後埋められた毒ガスが井戸水に溶け出し、住民の健康が

害され、もちろん治療費は全て環境庁が支援すると連載されていました。コンクリー

トで固められ埋設され、５０年たって、劣化しないのか。これから先このまま放置さ

れて大丈夫なのか、大変不安は尽きません。５０年後にこのような事実を知ることに

なり、怒りさえ覚えます。枯葉剤の毒性はサリンの２倍、青酸カリの２万倍あると言

われています。国は調査すると言っているが、調査検討に終わらせないためにもみん

なで声を上げていくことが大事であるというふうに思っております。 

いい例があります。南大隅町に核廃棄物が持ち込まれようとしたとき、肝属全体で
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反対をしました。町長もどのまちの首長さんよりも早く反対を表明してくださいまし

た。だから今回のことも傍観するのではなく、行動して意思を伝えることが大事だと

いうふうに思っております。撤去に向けた行動をぜひ関係市町と連携を取り、声を上

げていただくことが、まずは最優先されるべきじゃないのかなというふうに思います。 

町長、声がかかったからするということではなくて、声がかからなくてもいろんな

ところに出向いて、こういう話を聞くが自分のところもいわばどういうところに埋め

られているか分かりませんが、こういうようなチラシが貼ってあるだけなんですね。

いわば危険だからここには入ってくれるなという、こういう立入禁止のこういう札が

掲げてあって、フェンスがあって、結局は昔の人が人間の手で、人が入るような場所、

いわば機械が入るところではなくて、人間が入るような身近なところで下は小川が流

れていたりとか、一番身近なところに埋められている箇所が多い。現在、陥没をして

危ない箇所も出てきているそうです。水は肝付町から東串良の柏原海岸に流れてきま

す。本町だって傍観だけしているわけにはいかないというふうに私は思います。やっ

ぱりこういうことは、誰が何を言っても声を上げていく、そのことが大事じゃないの

かな。町民も、私なんかも５０年たって、ないごっかよ今頃というような話になった

ときに、これは町民の誰しもがこれは知っておかないといけないことじゃないのかな。

こういうことは危険なことだよ、これから先、私のところは山も少ないから、そうい

うことはないだろうと思いますけれども、やっぱり近くの南大隅町もそうですし、南

大隅町の議員さん方は核は持ち込まれないと、一応は今静かだけれども、完全に持ち

込まないということまでは言っていない。いつまたそれが再然するか分からない。大

変不安であるということを言ってらっしゃいますので、やっぱり最後まで隣接町もみ

んなと一緒になって声を上げていく、そのことが今回は、埋設されているまちだけの

人たちが行動を起こされたわけなんですが、少しのことが国を動かすということにつ

ながっていきますので、どうか町長、頑張ってこういう声を上げていただきたい。町

長の言われることは肝属全体の首長さん方も非常に信頼されますので、ぜひ町長が先

頭に立って頑張っていただきたいと思います。的確な答弁を頂きましたので、お疲れ

でございますでしょうから、私の質問は、質問にはなりませんでしたけれども、これ

で終わりたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

以上で、一般質問を終わります。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

議 長（田之畑） 

これで本日の日程は全部終了しました。 

次の本会議は、６月１４日午前９時３０分より会議を開きます。 

本日は、これで散会します。 

 

散  会    午後３時２２分 
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開   会    午前９時３１分 

 

議 長（田之畑） 

ただいまから、本日の会議を開きます。 

直ちに議事に入ります。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１ 議員派遣の件 

 

議 長（田之畑） 

日程第１ 議員派遣の件を議題とします。 

お諮りします。 

議員派遣の件は、会議規則第１２９条の規定により、別紙のとおり派遣することにし

たいと思います。御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件は、別紙のとおり派遣することで可決されました。 

お諮りします。 

ただいま議決された議員派遣の件について、派遣目的、派遣場所、派遣期間、派遣議

員に変更があった場合、議長に一任されたいと思います。 

御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件について、変更があった場合、議長に一任することに決定

しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第２ 陳情第１５号 岩弘市ノ坂周辺急傾斜地の整備について 

 

議 長（田之畑） 

日程第２ 陳情第１５号 岩弘市ノ坂周辺急傾斜地の整備についてを議題とします。 

本件について、委員長の報告を求めます。 

教育産業常任委員長 上園ミキ議員。 
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８番 上園議員。 

 

８ 番（上 園） 

ただいま議題となりました陳情第１５号 岩弘市ノ坂周辺急傾斜地の整備について、

委員会での審査結果を報告します。 

本件の審査は、６月８日に委員会を開き、陳情者及び建設課長等の立会いのもと、現

地にて状況の確認を行い、陳情内容等について説明を受け、調査しました。 

陳情者からは、がけ崩れが住宅まで迫ってきており、非常に危険な状態であることの

訴えがありました。 

建設課長からは、現在調査している箇所については相談があったため、事前に確認し

た。確認後、民有地ではあるが、非常に危険な状態であったので、県に急傾斜地事業や

治山事業など、対策を講じることのできる補助事業等はないか相談に行ったが、民有地

のため該当する事業はなかった。また、過去にも同様の事案があったが、今回と同じく

民有地だったため、所有者が自助努力で対策されたケースがあったとの説明を受けまし

た。 

現地調査、陳情者及び建設課長等の説明を受け、本件について審査したところであり

ますが、委員からは次のような意見が出されました。 

民有地ではあるが、がけ崩れが住宅の隅まで迫り、非常に危険な状態である。現時点

において対策できる補助事業等はないとのことであったが、万が一、がけ崩れが発生す

ると、市ノ坂線へ崩れ落ち、人命への危険性が危惧される。また、多量の土砂等で交通

が遮断され、復旧までの間、地域住民の生活に多大な支障が発生する。現に、市ノ坂線

は、令和２年７月の大雨によりがけ崩れの災害が発生している。 

近年の異常気象は、台風の強大化や、局所的な想定外の大雨など、全国各地で甚大な

被害を発生させている。本町においても対岸の火事ではなく、災害が発生してからでは

遅いので、町と所有者等で協議し、できる範囲でも防災・減災対策を講じるべきである。 

また、町内には同様の事案を抱えるところもあると思われるので、十分な調査の必要

もある。 

一方、国に対しても、こうした事案に対応できる補助事業等の構築を強く提言すべき

だなどの意見がありました。 

以上を踏まえ審査した結果、本陳情の趣旨・内容については、願意は妥当であるとし

て、全会一致で採択すべきものと決定したところであります。 

よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから陳情第１５号 岩弘市ノ坂周辺急傾斜地の整備についてを採決します。 

お諮りします。 

この陳情に対する委員会の報告は採択です。 

この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、この陳情は委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第３ 陳情第１６号 農道第１号西牟田雪山線の舗装について 

 

議 長（田之畑） 

日程第３ 陳情第１６号 農道第１号西牟田雪山線の舗装についてを議題とします。 

本件について、委員長の報告を求めます。 

教育産業常任委員長 上園ミキ議員。 

８番 上園議員。 

 

８ 番（上 園） 

ただいま議題となりました陳情第１６号 農道第１号西牟田雪山線の舗装について、

委員会での審査結果を報告します。 

本件の審査は６月８日に委員会を開き、陳情者及び建設課長等の立会いのもと、現地

にて状況の確認を行い、陳情内容等について説明を受け、調査しました。 

陳情箇所は、延長１３０メートルの農道と、林田土地改良区の揚水機場がある県営で

舗装された道路であります。 

農道については、砂利敷きであり、至るところでくぼみがあり、でこぼこな状態を確

認しました。 

揚水機場側の舗装道路については、排水溝が１か所しかなく、大雨時などの状況が陳
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情者から説明がありましたが、水たまりの状態になることが予想されました。 

建設課長の説明では、農道の舗装化については、県営事業など条件面で難しいが、多

面的機能支払交付金事業（水土里サークル）でできないか相談する方法もある。揚水機

場側の舗装道路の排水については、県営事業で行っているので、県に相談するとの説明

がありました。 

以上を踏まえ、審査した結果、本陳情の趣旨・内容については、願意は妥当であると

して、全会一致で採択すべきものと決定したところであります。 

よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから陳情第１６号 農道第１号西牟田雪山線の舗装についてを採決します。 

お諮りします。 

この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

この陳情は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、この陳情は委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第４ 陳情第１７号 池之原上地区の道路整備について 

 

議 長（田之畑） 
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日程第４ 陳情第１７号 池之原上地区の道路整備についてを議題とします。 

本件について、委員長の報告を求めます。 

教育産業常任委員長 上園ミキ議員。 

８番 上園議員。 

 

８ 番（上 園） 

ただいま議題となりました陳情第１７号 池之原上地区の道路整備について、委員会

での審査結果を報告します。 

本件の審査は６月８日に委員会を開き、陳情者及び建設課長等の立会いのもと、現地

にて状況の確認を行い、陳情内容等について説明を受け、調査しました。 

陳情箇所は、町道岩弘青山線（延長２２５メートル、幅員４．５メートル）と、町道

池之原街道添線（延長１５２メートル、幅員５メートル）であります。 

陳情者からは、この路線周辺に福祉施設、住宅やアパートなどの建設が相次ぎ地域の

環境が大きく変わってきた。このため、交通量が増え、現在の幅員では危険性があるの

で、道路拡幅の要望がありました。 

現地を調査し、これまで空地であったところに福祉施設が建設中であることや住宅や

アパートが建設されていること、今後において何かしらが建造されるのか整備された広

い土地等があり、この地区における振興ぶりが伺え、状況が変わりつつある現状を確認

しました。また、調査中において、交通量が多いことも確認したところです。 

建設課長からは、町道池之原街道添線上において今後、過疎事業により２００メート

ルほど整備する計画であるが、場所は未定であるなどの説明があったところです。 

以上を踏まえ審査した結果、本陳情の趣旨・内容については、願意は妥当であるとし

て、全会一致で採択すべきものと決定したところであります。 

よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 
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討論なしと認めます。 

これから陳情第１７号 池之原上地区の道路整備についてを採決します。 

お諮りします。 

この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

この陳情は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、この陳情は委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第５ 陳情第１８号 ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、 

２０２３年度政府予算に係る意見書採択の陳情について 

 

議 長（田之畑） 

日程第５ 陳情第１８号 ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、

２０２３年度政府予算に係る意見書採択の陳情についてを議題とします。 

本件について、委員長の報告を求めます。 

教育産業常任委員長 上園ミキ議員。 

８番 上園議員。 

 

８ 番（上 園） 

ただいま議題となりました陳情第１８号 ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をは

かるための、２０２３年度政府予算に係る意見書採択の陳情について、委員会での審査

結果を報告します。 

本件については、６月８日に開会した教育産業常任委員会で、陳情の内容等について

審査したところです。 

この陳情は、子供たちに豊かな学びを保障するために、小学校と同様に中学校・高等

学校でも３５人学級を早急に実施することや、学校の働き方改革・長時間労働是正を実

現するため、加配教員の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善を進めるようにと

いった内容の意見書を国の関係機関へ提出してほしいとの内容であります。 

審査の結果、子供たち一人一人に行き届いた教育を保障するためには少人数学級の実

現が必要であり、また、教員の長時間労働是正の働き方改革を行う上でも、加配教員の

増など教職員定数の改善が必要であると、本陳情の趣旨・内容については、願意は妥当

であるとして、全会一致で採択すべきものと決定したところです。 

よろしく御審議のほど、お願いいたします。 
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議 長（田之畑） 

ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから陳情第１８号 ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、２

０２３年度政府予算に係る意見書採択の陳情についてを採決します。 

お諮りします。 

この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

この陳情は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、この陳情は委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第６ 陳情第１９号 義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるための、 

２０２３年度政府予算に係る意見書採択の陳情について 

 

議 長（田之畑） 

日程第６ 陳情第１９号 義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるため

の、２０２３年度政府予算に係る意見書採択の陳情についてを議題とします。 

本件について、委員長の報告を求めます。 

教育産業常任委員長 上園ミキ議員。 

８番 上園議員。 

 

８ 番（上 園） 
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ただいま議題となりました陳情第１９号 義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げ

をはかるための、２０２３年度政府予算に係る意見書採択の陳情について、委員会での

審査結果を報告します。 

本件については、６月８日に開会した教育産業常任委員会で、陳情の内容等について

審査したところです。 

この陳情は、子供たちが全国のどこに住んでいても、一定水準の教育が受けられるよ

う、２０２３年度政府予算に財源を編成するよう、国の関係機関へ意見書を提出してほ

しいとの内容であります。 

審査の結果、子供たちの豊かな学びの実現のためには、自治体間の教育格差が生じる

ことがないよう、国が財源保障し教育の機会均等と水準の維持向上を図ることが必要で

あり、本陳情の趣旨・内容については、願意は妥当であるとして、全会一致で採択すべ

きものと決定したところです。 

よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから陳情第１９号 義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるための、

２０２３年度政府予算に係る意見書採択の陳情についてを採決します。 

お諮りします。 

この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

この陳情は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 
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したがって、この陳情は委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第７ 発委第１号 少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書 

 

議 長（田之畑） 

日程第７ 発委第１号 少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書を議題としま

す。 

本案について、趣旨説明を求めます。 

教育産業常任委員長 上園ミキ議員。 

８番 上園議員。 

 

８ 番（上 園） 

ただいま議題となりました発委第１号 少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書

ですが、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように、少人数学級や教

職員定数の改善が推進されるよう、国の関係機関に対し意見書を提出しようとするもの

です。 

よろしく御賛同のほど、お願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから発委第１号 少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

お諮りします。 

ただいま議決されました発委第１号 少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書

について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理

を議長に委任されたいと思います。御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定しまし

た。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第８ 発委第２号 義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書 

 

議 長（田之畑） 

日程第８ 発委第２号 義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書を議題といたし

ます。 

本案について、趣旨説明を求めます。 

教育産業常任委員長 上園ミキ議員。 

８番 上園議員。 

 

８ 番（上 園） 

ただいま議題となりました 発委第２号 義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書

ですが、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように、義務教育費国庫

負担制度の負担割合を引き上げるよう、国の関係機関に対し意見書を提出しようとする

ものです。 

よろしく御賛同のほど、お願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから発委第２号 義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

お諮りします。 

ただいま議決されました発委第２号 義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書に

ついて、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を

議長に委任されたいと思います。御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定しまし

た。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第９ 議案第２６号 令和４年度東串良町一般会計補正予算（第１号） 

 

議 長（田之畑） 

日程第９ 議案第２６号 令和４年度東串良町一般会計補正予算（第１号）を議題

とします。 

本案について、町長からの提案理由の説明は、去る６日の会議で終わっております

ので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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６番 泊議員。 

 

６ 番（ 泊 ） 

１６ページの款、土木費、目、道路新設改良費の委託料２００万円について、質問

いたします。 

この委託料は、にぎやかタウン雪山も含めて振動調査をやると説明を受けておりま

す。令和４年第１回定例会で、私の一般質問で、池之原大隅線の改良舗装工事をして

も陥没はないという答弁でございました。陥没の懸念があるから調査されるのか、ま

た異常がなければにぎやかタウン雪山の陥没対策はされないのかお尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

建設課長を通じて説明をさせます。 

 

議 長（田之畑） 

建設課長。 

 

建設課長（寺 園） 

お答えいたします。 

さきの３月議会におきまして、池之原大隅線改良舗装工事の当初予算について、附

帯決議案がなされたことから、このような振動調査の補正予算をお願いしたところで

ございます。池之原大隅線の改良舗装工事については、計画年度としまして、令和４

年度から令和７年度の期間となっております。本年度は、町道街路添線と既設の池之

原大隅線の交差点を起点として工事を進めてまいる考えでおり、最終年度には広域農

道と既設の池之原大隅線の交差点を終点として計画しております。振動調査の内容と

しましては、これはあくまでも私の私見でありますが、にぎやかタウン雪山と令和４

年度工事区間において、それぞれ数か所ずつの工事前、工事中の振動調査を考えてい

るところでございます。ただし、このことについては、今後委託業者と振動調査の方

法やら調査箇所等について、詳細に協議をして進めてまいりたいと考えておるところ

でございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

６番 泊議員。 

 

６ 番（ 泊 ） 

令和４年度には、このにぎやかタウンの隣接する改良舗装については、されないと
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いうことでございますが、現在、にぎやかタウン雪山は陥没はないか、お尋ねいたし

ます。 

 

議 長（田之畑） 

企画課長。 

 

企画課長（中 島） 

お答えいたします。 

にぎやかタウン雪山につきましては、毎年２回、定点の測量を行っております。そ

れで今現在報告を受けておりますのは、曳家をした後の一番西側になりますけれども、

そこが１０センチ程度くぼんでいるという報告を受けております。それにつきまして

は、またその箇所に新たにくいを設置いたしまして、今後の状況を見守りたいという

ふうに考えているところでございます。 

それから、以前、一番東側のところが一部隙間があったということで、そこは埋め

戻している状況でございます。あとにつきましては、現在のところ落ち着いている状

況だというふうに業者からは報告を受けております。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

ほかに質疑はありませんか。 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

同じところの質問になるんですけれども、この道路改良費の測量設計監理業務委託

料の２００万円のことについてですけれども、今現在、説明を受けたところ、令和４

年から７年、４年間ですよね、調査料が２００万円。この前の説明でも各３か所ずつ、

雪山陥没のところを３か所と西側のところの３か所、６か所ですかね、調査をされる

ということだったですよね。この２００万円ですよ、４年間して８００万円ですよね。

これを４年間ずっと調査をされるのか、その点はどうですか。 

 

議 長（田之畑） 

建設課長。 

 

建設課長（寺 園） 

お答えいたします。 

来年度以降の振動調査にかかる予算については、もちろん関係課及び委託業者等と

協議を行いながら必要があれば、予算要求をお願いしてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 
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議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 

 

７ 番（前 田） 

今さっき企画課長からの説明の中で今現在、西側が１か所地盤沈下していると、１

０センチ程度ですね。これは仮にこの前の説明の中で西側の調査をばするときに、一

応工事中に振動調査をして、雪山のところも同じく工事中で振動調査をして、同じ数

字であれば問題ないと思うんですよね。仮に４年間にわたって工事をされるわけだか

ら２００メートルずつですかね、だったら、雪山に行くには４年後ですので、どこか

６００メートルぐらい離れていますよね、一番最初の年は。それでもし数値が違った

場合ですよ、最初の西側のところの数値と雪山のところの数字がもし違った場合、も

しそれが近づいてくれば、近づいてくるほど振動はひどくなると思うんですよね。そ

れによって、地盤が沈下した場合、そこら辺の対応はどう考えているのか。 

 

議 長（田之畑） 

企画課長。 

 

企画課長（中 島） 

お答えいたします。 

その振動の状況ということですけれども、それは当然建設課サイドのほうで今後や

っていくことでございます。これは私の立場でどうこう言える問題ではありませんけ

れども、その振動が今の初年度のところと、そして４年度のところと振動がどれだけ

の差があるかというのは、この場では申し上げられないところでございます。ただ、

企画サイドといたしましては、その地盤につきましては、毎年、年２回、調査を行っ

ておりまして、家に影響があるような状況となった場合には、即、そこは業者からこ

ういった問題がありますということで、きちんと報告がなされまして、何らかの対策

を早急に講じる必要がありますということを頂けると思いますけれども、今の時点で

そういった報告はありません。ただ、若干昨年も変状があったということは、一番東

側につきましては、ボーリング調査の結果、軟弱地盤という調査結果が出ております

ので、今後はそこあたりが繰り返し出るようであれば、適宜埋め戻しはしております

けれども、それが継続するようであれば、当初専門家の調査結果で示されておりまし

た薬液注入をするということをすれば、影響は出ないということでございまして、今

後はそういった調査結果を毎年２回やっているわけですから、そこのあたりを踏まえ

まして、適切に対応していきたいというふうに考えているところでございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

７番 前田議員。 
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７ 番（前 田） 

今説明を受けましたけれども、もし万が一、これが工事が近づいてきた場合、もし

振動がひどくなって、これは地盤沈下が起きるんじゃないかなと予測された場合、ち

ょっと町長に聞きたいんですけれども、最初の年は２００万円、今年ですね、これは

調査をしてみて、それでその後、４年間で８００万円、今年２００万円使うから６０

０万円残るわけですよね、仮にですよ。この６００万円を今のところ、雪山のところ

に硬化剤とかなんとか言われたんですよね、そういうので一応補修をして、それから

始めれば何の問題もないと思いますが、建設課長にどうなのか、途中で工事を中止す

るのかと言ったら、いや、それは私の一存では言えませんということだったんですの

で、一応町長にお聞きしたいんですけれども、そういう考えはないのか、この６００

万円をですね、どうせ地盤沈下が始まればしないといけないわけですよね。それで二

重に出費が出るわけですよ。だからそのお金を前もってあそこをばちゃんと整備して、

１００％地盤沈下はないよと。１００％はできないと思うんですけど、ある程度そう

いうことをしてから、この改良舗装は、どうせしないといけない道路だと思うんです

よね。だからもう二度とこういうことが起きないようにするには、この６００万円と

いうお金をそっちのほうに回されたらどうなのか、町長どうですか。 

 

議 長（田之畑） 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

先ほど企画課長も答えましたけれども、今のところ、あそこは町有地ということで

すので、今のところ変状も起きておりませんので、後々また様子を見ながらやるとい

うことでないと、今議員がおっしゃるとおり、何もないのにやるというのも意味もな

さないだろうと思っておりますので、そこは御理解いただきたいと思っております。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

ほかに質疑はありませんか。 

８番 上園議員。 

 

８ 番（上 園） 

企画課長にお尋ねいたしますが、先ほど地盤沈下が確認されたというお話をされま

したけれども、その修復は、そのまま置いておかれるのか、それとも何らかの工法を

もって修復するのか、そこら辺のところをちょっと教えていただきたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

企画課長。 
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企画課長（中 島） 

お答えをいたします。 

先ほども答弁をしたんですが、１０センチほど今沈下があるというような状況でご

ざいまして、業者の話によりますと今すぐ危険がというような状況ではありませんで

した。しかしながら今後調査を続けていくということで、くいは新たに設置をしたと

ころでございます。 

今後につきましては、やはりその曳家をした土地につきましては、有効利用を図る

ということもありますので、その際には、日本建築学会の基礎設計指針というのがご

ざいまして、地盤をきちんと入れ替えると。今の宅地の土と、それからセメント硬化

剤、これを攪拌しまして、１メートルから２メートルの範囲内で土を入れ替えれば、

その上に家を建てても何ら問題はないというような指針もございますので、今後有効

利用を図る際には、地盤のそういった対策を講じていきたいというふうに考えており

ます。 

以上です。 

 

議 長（田之畑） 

４番 牧原議員。 

 

４ 番（牧 原） 

私は、新型コロナウイルスの臨時交付金について、質問を申し上げたいと思います

が、８，０１０万円交付されるわけなんですが、うち、約６，０００万円を商品券で

対応ということなんですが、意味は分かるんですよ。これは６，０００万円が倍にな

ってですね、ただ、これが非常に買い物ができるというようなことで経済効果がある

ということは分かるんですが、ただ、これが全域に行き渡ればいいんでしょうけど、

一部の人だけになるんじゃないかというような懸念もするわけです。 

そこで今一番困っているのは、生活の基本である電気料とかガス料金が非常に上が

っているわけなんですよね。この辺の検討はなされなかったのか。これについては、

商品券では対応はできません。普通の貯金費でございますので戸数割で電気料、ガス

料金の対応とか。また、３月に同僚議員が一般質問しましたコロナの感染者が今、２

６０名ちょっとですかね、町内で。この方たちはＰＣＲ検査を受けるわけなんですよ。

ＰＣＲ検査については、陽性者は無料でございますが、濃厚接触者、家族の方も受け

るわけです。この方については、自己負担ということを聞いております。そうなりま

すと、３か月、４か月前から１０歳未満前後のお子さんが非常に感染されているわけ

なんですが、そこで家族の方も感染、濃厚接触者でＰＣＲ検査を受けられた。これは

自己負担です。それで１週間の謹慎というか、保健所から１週間出るなというような

ことがございまして、１週間後にまたＰＣＲ検査を受けるというようなことで、ＰＣ

Ｒ検査とか、また謹慎期間に日雇いの仕事はできないというようなことで、収入も減

になるわけなんですが、そのＰＣＲ検査費用等はこのコロナで交付金で対応できなか

ったのか。企画課長からコロナ感染の臨時交付金の使い道というか資料をもらいまし
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た。これを見ますと、いろんな形で交付が可能でございます。そのような検討はなさ

れなかったのか、お聞きしたいと思います。 

 

議 長（田之畑） 

企画課長。 

 

企画課長（中 島） 

お答えいたします。 

確かに資料としてお配りさせていただきまして、その中にはあらゆる事業を取り組

めるようになっております。ただ、財源にも限りがありますので、それを全てやると

なりますと、当然その交付する限度額では足りないわけでありまして、一番効果的な

ものとして、町として判断したのがプレミアムつき商品券が一つ大きくございます。

昨年度もいろいろと好評を博しまして、また今年度もぜひ取り組んでいただきたいと

いう声も多く頂いております。また商工会からも要望があったということは事業者に

とっても消費者にとっても待ち望んでいらっしゃるものであるというふうに判断いた

しましたので、これをまた今年度も取り組むということにしたところでございます。

全員に配付するという方法もありますが、機会としては平等に町民どなたも申込みが

できますので、そこには配慮しているつもりでございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

ほかに質疑はありませんか。 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

私も同じような質問をさせていただきます。１６ページの款７、商工費、項１、商

工費、目、商工振興費の１８負担金、補助金及び交付金の割り増し分商品券発行事業

補助金についてです。 

これまでも本町でプレミアム１００％事業として商品券の発行をしておりました。

もちろん緊急対策、事業者支援、経済支援というような目的で大変効果があったと思

います。しかしながら、経済的に１万円の負担が大きいとおっしゃる方がいらっしゃ

ったのも事実でありました。経済状況においてサービスの不平等が生じるというよう

なお話も委員会のほうでもさせていただいたと思うんですけれども、この点を踏まえ

て、この商品券発行の目的とはそもそもどういったもので行われたか、お聞きいたし

ます。 

 

議 長（田之畑） 

企画課長。 
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企画課長（中 島） 

この発行の目的につきましては、やはりコロナでいろいろと影響を受けていらっし

ゃる事業者の皆さん、それから当然住民一人一人ですね、様々なところでいろいろと

コロナの影響を受けていらっしゃると思います。そういったことで家計を支援すると

いう目的、そういった二つの観点から取り組んでいる事業でございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

今年度中に国の施策として新型コロナウイルス感染症に関連する地方創生臨時交付

金というものがまだほかにも交付される予定があるのかどうか、お尋ねいたします。 

 

議 長（田之畑） 

企画課長。 

 

企画課長（中 島） 

企画課のほうで把握しておりますのは、今現在の通常分の約９，７００万円の交付

金、それから原油価格高騰の交付金約５，３００万円、この二つを把握しております。

ほかの関係で交付金があるかどうかは、現在のところ承知しておりません。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

今回、長引くコロナ禍において、本町における町民の受けた影響というようなもの

について、調査等を行政のほうで行われたか、御質問いたします。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

コロナ禍における影響ということでございますが、各担当部署においてそれなりに

確認はしていると思いますが、誰がどうという部分じゃなくして、ただ、総体的に各

担当課のほうに相談があったものというふうに思っております。 

以上です。 
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議 長（田之畑） 

ほかに質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

なければ、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

１番 小川議員。 

 

１ 番（小 川） 

議案第２６号 令和４年度東串良町一般会計補正予算（第１号）について、反対討

論を行います。 

私は、この予算に含まれる次の割り増し分商品券発行事業補助金使用事業に反対で

あるため本議案に反対いたします。 

反対する理由としては、救済支援を目的とした交付金事業が経済格差による交付の

不平等、また経済格差を助長する取組となり得ると考えているからです。今回提示さ

れた新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に対する本町の限度額は、先

ほども答弁されたように通常分で９，７８３万３，０００円です。その中で今回８，

０１０万円を商品券事業に計上しております。この事業の目的は国の施策でカバーし

切れない地域の実情に応じた取組の財源に充てることを目的としたもので、地域経済

や町民の生活の支援等への支援が含まれていると思います。 

今、質問させていただいた中で、調査というものがきちんと行われていない段階で、

この事業を計上されているところに、まず疑問を持ちます。また、これまで行われて

きた商品券発行事業は、事業者、経済、生活支援で大変成果を得られてきたとお聞き

いたしますが、一方、１万円という金額が大きな負担となり、購入が難しかったとい

う声も聞きました。１万円を捻出することが困難である家庭もあります。また、本町

では申込みと受け取りの２回の行き来を町民にお願いしておりますが、免許返納を終

えて交通手段のない方にとっては、申請を行い、受け取りにいくための交通負担も小

さくはないとお聞きします。委員会でも同じように質疑いたしましたが、経済格差に

よる行政サービス、救済支援を受けられる方々に不平等があってはなりません。 

また経済格差で交付金利用や行政サービスの偏りがあることに対し到底納得するこ

とはできません。そのため、今回反対を申し上げます。 

 

議 長（田之畑） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

ほかに討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

なければ、これで討論を終わります。 

これから議案第２６号 令和４年度東串良町一般会計補正予算（第１号）を採決し

ます。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛 成 者 起 立） 

 

議 長（田之畑） 

起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１０ 議案第２７号 令和４年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別 

会計補正予算（第１号） 

 

議 長（田之畑） 

日程第１０ 議案第２７号 令和４年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

本案について、町長からの提案理由の説明は、去る６日の会議で終わっております

ので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから議案第２７号 令和４年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別会

計補正予算（第１号）を採決します。 
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お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１１ 同意第３号 教育長の任命について 

 

議 長（田之畑） 

日程第１１ 同意第３号 教育長の任命について同意を求める件を議題とします。 

町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

同意第３号 教育長の任命について、御説明申し上げます。 

鹿児島市西田１丁目３-２-５０１在住の金久三男さんを教育長に任命したいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求

めるものでございます。 

提案理由は任期満了によるものでございます。御審議くださるようよろしくお願い

いたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 
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討論なしと認めます。 

これから同意第３号 教育長の任命について同意を求める件を採決します。 

お諮りします。 

本件はこれに同意することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は同意することに決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１２ 議案第２８号 損害賠償の額を定めることについて 

 

議 長（田之畑） 

日程第１２ 議案第２８号 損害賠償の額を定めることについてを議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

議案第２８号 損害賠償の額を定めることについて、御説明申し上げます。 

町が所有する公用車を職員が運転中の事故による損害を賠償するため、地方自治法

第９６条第１項第１３号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 
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討論なしと認めます。 

これから議案第２８号 損害賠償の額を定めることについてを採決します。 

お諮りします。 

本件はこのとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件はこのとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１３ 常任委員会の閉会中の所管事務の調査の件 

 

議 長（田之畑） 

日程第１３ 常任委員会の閉会中の所管事務の調査の件を議題とします。 

各委員長から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手元に配りまし

た所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

 

議 長（田之畑） 

日程第１４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題とします。 

委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元に配りました本会議の会期日程

等、議会の運営に関する事項及び議長の諮問に係る事項について、閉会中の継続調査

の申出があります。 

お諮りします。 

委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しまし

た。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

議 長（田之畑） 

これで、本日の日程は全部終了しました。 

会議を閉じます。 

令和４年第２回東串良町議会定例会を閉会します。 

 

閉  会    午前１０時２４分 
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